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各委員の主な意見の概要

1 今後の議論の進め方について

示されているスケジュールについては、中間とりまとめや法案提出までの期間が短

いことを危惧 しており、結論の時期を決めずに、十分議論を行う必要がある。(神田委

員)

現場の声についてアンケートを取るなど配慮すべき。 (神 田委員)

前政権が講 じた負担軽減措置は継続すべきだが、これ らの激変緩和措置はあくまで

経過措置であり不安定であることか ら、後期高齢者医療制度の廃止はできるだけ急 ぐ

べき。 (F可部委員)

自治体が自主的に運営するのが、本来の「広域連合」という制度であるが、国の指

示で作 られた経緯があるものの、国の決めつけで一方的に地方に負担を求める制度に

ならないよう、都道府県・広域連合 口市町村 と協議や検討を十分に行 うべき。(横尾委

員)

システムの トラブルや制度的な混乱の問題もあつたので、次の制度においては、シ

ステムの十分な検証と充実を図るとともに、スケジュール等を十分に検討すべき。(横

尾委員 )

現行の制度の法律が平成 18年 6月 に公布され、その後、整備政令・省令が公布さ

れたが、システム改修が遅れた経緯がある。平成 25年 4月 施行を目指すには、新た

な制度の政令・省令を早めに出 していただ く必要がある。 (岡崎委員 )

制度の議論においては、財政調整、公費、保険料や自己負担の負担割合など、各論

が対象となりやすいが、制度そのものが負担の公平を実現 していくという根本的な考

え方の議論が必要である。 (堂本委員 )

後期高齢者医療制度は定着 しつつあり、よ りよい形に見直すのであれば、社会保障

全体がどうあるべきか、費用負担はどうしていくかといった点について、骨太な議論

が必要である。 (神田委員 )

新たな制度を中長期的な観点から考える上で、高齢者の医療費の推移、保険区分ご

との医療費・公費負担・保険料 口支援金等の将来推計を踏まえて、議論すべき。(神田

委員)

医療保険制度の抜本的な改革を行 うのなら、医療費の将来推計をきちんと踏まえて

議論すべき。 (山本委員)

地域や家族の問題を含めて、介護保険との連続性や継続性について議論すべき。 (樋

口委員 )

口 介護保険との連携も含めて、包括的な地域社会づくりの視点で検討すべき。(堂本委



員 )

提供される医療の中身、提供体制、人材の育成など、どのような医療を提供するの

かという問題について、診療報酬に限 らず幅広に議論すべきであり、別の少人数の議

論の場が必要である。 (近藤委員)

新たな制度の検討を行う前提として、データに基づいた議論を行う必要がある。(岩

村座長)

医療保険制度については、平成 14年までの 5年間、さらには 10年 くらい前から

集中して議論が行われていると聞き及んでいる。厚労省で検討され、現制度をスター

トされるに至つた際のプラスの点、マイナスの点についての情報を共有すべき。(横尾

委員 )

・ だれがどこの保険に加入するかという検討に当たつては、高齢世代の医療費をだれ

が負担するのかという点と、どの保険者に加入 した方が効率的な保険運営がなされる

のかという点に分けて議論 していく必要があるのではないか。(小林委員)

2 後期高齢者医療制度等の問題点 口利点につい

後期高齢者の中には、まだ働いて社会で活動 している人もいるにもかかわ らず、「高

齢者の心身の特性」の名の下、すべての後期高齢者を一つにまとめてしまったことが

最も大きな問題である。 (見坊委員)

後期高齢者医療制度は、社会全体の差別解消・格差解消が国際的にも進んできてい

る中で、それに反する制度である。 (見坊委員)

75歳 という年齢で区分する制度は、社会保険の理念や原理原則に反する。 (宮武委

員 )

国会での法案審議の段階から、連合は後期高齢者医療制度に反対であると主張 して

きたので、廃上を前提にした新たな姿の検討については賛成である。 (4ヽ島委員)

高齢者医療確保法の総則の第 1条で医療費適正化について規定されているように、

後期高齢者医療制度は、医療費抑制を目的としていることに大きな問題がある。(三上

委員 )

現行制度は財政面と医療サー ビスの提供と2つの問題があつた。財政面は凍結 され

ているから問題になつていないだけであり、国の財政は悪化 している。医療サー ビス

についても、後期高齢者診療料が実際に僅か しか算定されていないことが示すように、

実施されていないから沈静化 しているだけと考える。 (樋口委員)

現行の医療制度は、後期高齢者医療制度、前期高齢者の財政調整、前期高齢者でも

70歳以上と未満で窓口負担が異なること、退職者医療制度、若人の医療保険制度と

複数の制度で成 り立つ複雑なものであることに問題がある。特に、 75歳で区切るこ

とは理解できない。 (対馬委員)

後期高齢者医療制度は、負担の仕組みが明確で分か りやす くなつたという良い点が

ある。 (岡崎委員)



・ 後期高齢者医療制度の財政 口運営責任の主体や負担のルールを明確にした点につい

ては、新制度でも取 り入れるべき。 (齊藤委員 )

・ 後期高齢者医療制度については、現役世代と高齢者の負担を明確に したことや、運

営主体を定めて財政責任を明確にし、保険者機能を発揮 しやす くしたという良い点も

ある。 (′lヽ林委員)

・ 後期高齢者医療制度については、現役世代と高齢者の負担が明確になつたことや運

営主体が明確になったことは良い点であり、新たな制度においても、この点は維持す

べき。 (神田委員)

3 新たな制度のあり方について

(1)総論

・ 高齢者医療制度に対する世間の反応は敏感である。新たな制度のあり方については、

国民の意見をできるだけ反映させるべき。 (岩見委員)

・ 民主党のマニフェス トにおいて、「医療制度への信頼を高める」とあるが、信頼以

前にわか りやすさが重要である。 (岩見委員 )

・ 保険料の軽減措置により高齢者の反応は落ち着いてきたが、75歳で区切ることや、

「後期」という名称自体に対する国民の嫌悪感が強かつた。持続可能で信頼ができる

制度設計が大切であり、実際に医療を受けられる方の身になつた検討をすべき。(横尾

委員 )

日 高齢者医療制度は、高齢者のためだけではなく、次の世代のことも考えた制度 とし、

若人も含めて誰もが分か りやす く、公平な制度とすべき。また、高齢者の尊厳を守 り、

低所得者や障害者にとつて温かみのある制度とすべき。 (見坊委員)

・ 必要な医療が必要な人に必要なだけ与えられる社会となるよう、新たな制度を検討

するにあたつて、この社会をどういう社会にすべきなのかという理念を掲げるべき。

(三上委員 )

・ 20年後、30年後の超高齢社会を見据えて、若い人と高齢者が一緒になつて、人

それぞれの生き方を大切にした医療制度を考えていくという理想論的なビジョンが必

要である。 (樋 口委員)

・ 高齢者の方々が、医療面でどのような場に置かれたら最も幸福感を持つて生涯を終

えることができるかという視点で考えるべき。 (樋口委員)

・ 新たな制度における公平感の実現方法として年金制度のように、医療保険制度の加

入歴に応 じて按分された給付を受ける方法や、国保と被用者保険のあり方を議論する

ことで実質的な公平を実現する方法が考えられるが、その上で、医療を受ける倶1の公

平と、財源構成の公平の 2つ を担保する必要がある。 (堂本委員)

・ そのためには、各論から入るのではなく、まず公平な負担制度を設計 し、高齢者医

療費の総額 (グ ロス)を念頭に置いた上で、公費と保険財源の割合、一部負担額の設



定を考えるべきであり、そうした段取りで議論した結果、総額が大き過ぎる状況であ

れば、診療報酬や医療費の適正化の手法を考えればよい。医療費の抑制という視点か

ら議論を始めると、国民の納得が得られないばかりか、今まで以上に複雑で、わかり

にくい制度になりかねない。政権交代を機会に、高齢社会の将来を見据えた抜本改革

に取り組む姿勢が重要。(堂本委員)

国民皆保険制度では、世代間の連帯が重要である。若い方の負担が高齢者より大き

いかどうかを比較するのではなく、国民の一生涯を見据えた公平を考えていく必要が

ある。(堂本委員)

国保と被用者保険の一元化については、所得捕捉が異なることなど、極めて問題が

ある。(対馬委員)

今後の取りまとめに関してはヒアリング等の予定もあると思うが、厚生労働省とし

て、関係者の意見も聴いていただいた上での十分な検証と準備について、配慮と対応

をお願いしたい。(横尾委員)

高齢者医療制度は支え手となる現役世代の医療保険あつて成り立つものであり、新

制度の検討にあたり、団塊世代が後期高齢者となる 2025年時点までを見据え、現役

世代の医療保険の持続可能性を検証することが必要。(齊藤委員)

新たな制度の設計にあたつては、まず、「先はこうなる」という、ゴールのプリン

シプルやビジョン、「同じ都道府県内で同じ所得なら、同じ負担で、同じ給付が受け

られる」といつた、分かりやすいシンプルなものをきちんと打ち立てる必要がある。

しかし、いきなり実現できるものではないため、ゴールを示しつつ、「 1段 日、2段

目でこう変わり、負担はこうなる」とつないでいくようなことも出していく必要があ

る。そうすれば、国民の皆さんも理解し、納得できるのではないか。(横尾委員)・ 新

たな制度には意図しない副作用が常にあるものであり、新制度の影響をモニタリング

する仕組みを設け、予期せぬ弊害が発生したらそれを軌道修正できるようにすべき。

(近藤委員)

(2)制度の基本的枠組み

ア 池上委員の案について

<池上委員のご意見>
・ 新たな制度は、国民を現役世代 と高齢者世代で三分 しないこととし、かつ、全年

齢で性、所得に着目したリスク・負担構造調整を行 つた上で、保険者に保険者機能

を発揮させるためにも、都道府県単位で統合すべき。これにより、最終的には、同

じ都道府県に住む方は、同じ所得なら同じ保険料を支払うこととなるが、調整の過

程において、負担が急激に増加する保険者については、激変緩和措置として公費を

投入すべき。

・ 市町村国保を都道府県単位に統合する際には、保険料の算定方式が異なる点を解

消する必要がある。統合に向けた動きとして、既に保険財政安定化共同事業などの

再保険事業があり、この事業の効果を検証すべき。ただし、国保の都道府県単位化



には時間がかかるため、まずは協会けんぱと後期高齢者医療制度を統合させるべき。
口 保険者の統合については、段階的に行い、国民の反応や現場の状況を見ながら軌

道修正 していく必要がある。また、国保と被用者保険の統合については、所得捕捉

の問題や社会保障番号に関する議論が不可欠である。

<各委員のご意見>
口 都道府県単位で年齢・所得調整を行 うことは、加入者間の負担の公平性を追求す

る点では理解できる。 (′lヽ林委員 )

・ 都道府県単位で事業所を分割すると、事業主が健康保険の担い手であるという位

置づけが薄まり、̂職場が連帯の基盤であり、事業主が費用負担するという被用者保

険制度が成 り立たなくなるのではないか。 (′ 1ヽ林委員)

・ 財政調整の強化により、財政力格差是正のための公費の役割縮小の可能性がある

と思 うが、国民皆保険を守るためには引き続き必要との観点か ら検討すべき。 (ノ1ヽ

林委員 )

・ 若年者の制度体系については、職域の被用者保険と地域保険の市町村国保による

多元的な制度体系が最善である。 (対馬委員)

・ リスク構造調整を進めると一元化される。保険者の自主性が保てないこと、事業

主の協力を得られないこと、保険者機能を発揮 しにくいこと等か ら極めて困難であ

る。 (対馬委員)

・ 後期高齢者医療制度の廃止後に高齢者 口退職者はどこの保険に加入するのか。ま

た、高齢者と若人の保険料算定はどうなるのかが明らかでない。 (小島委員)

・ 国保 と協会けんぱの統合については、所得捕捉の問題もさることながら、現在、

事業所を通 じて行つている保険料徴収等の事務を、事業所を通さずに行うこととな

るが、協会けんぽには地域保険の事務処理に関するノウハウの蓄積がないことか ら、

現時点では極めて困難である。 (′1ヽ林委員 )

・ 全年齢 リスク構造調整は理論的には正 しいと思 うが、所得捕捉や賦課方式の違い

といつた問題があり、国保の都道府県単位化よりも実現が困難である。(宮武委員)

対馬委員 (健保連)の案について

<対馬委員のご意見>
日 高齢者の生活実態、年金制度や介護保険制度との整合性から、国民の理解の得 ら

れやすい 65歳以上の高齢者を対象とした制度とすべき。ただ し、年齢で区分 しな

いとする 6原則を踏まえ、65歳以上でも働き続ける高齢者とその家族については

被用者保険への継続加入を検討すべき。

・ 費用負担や運営責任を明確化するために、「別建て」の制度とした上で、高齢者

の医療費を若年者が支える仕組みとする。
日 運営主体については、都道府県単位の公法人等とし、保険者機能を発揮できる仕

組みとすべき。



<各委員のご意見>
口 後期高齢者は国保に戻すべき。65歳以上の独立型には反対である。(阿部委員)

ウ 小島委員 (連合)の案について

<小島委員のご意見>
口 医療保険の運営は、加入者の雇用 口所得形態の同一性が重要であり、被用者健保

と国保の二本立てを基本とすべき。このため、サラリーマンOBは退職後も引き続

き被用者保険が支えるという「突き抜け方式」 (退職者健康保険制度)と し、生涯

を通 じた予防 口保健事業など保険者機能を強化する。

口 退職者健康保険制度の運営主体は、協会けんぽが担 うこととし、被用者 OBの

資格、住所等の管理については、日本年金機構か らの情報提供、被用者 OB本人

か らの申請等、さらに議論が必要である。また、新制度発足か ら新たな対象者を

順次、加入 していくことも検討すべき。

・ 25年以上被用者保険に加入 していた方を対象とするが、女性の進出など現在

の雇用状況等を勘案 して、被用者であつた期間を短縮 したり、非正規雇用者 口失

業者を被用者保険の加入対象とすることを検討すべき。国保に加入 している被用

者世帯を被用者保険に原則加入させることも、併せて進めるべき。

・ 市町村国保については、都道府県単位に広域化 し、国保連合会や後期高齢者医療

広域連合を活用 した組織「公法人」で運営を行うべき。

口 70歳以上の医療給付費への公費は 5割 とし、国保と退職者健康保険制度の高齢

者比率に応 じて按分すべき。

・ 突き抜け型について、サラリーマンがサラリーマンOBのみを支えるだけで良い

のかという指摘については、突き抜け型の財政試算で国保の財政がどうなるかを踏

まえて、さらに検討すべき。

・  「社会連帯」は、保険料だけでなく、公費 (税)を含めた広い視点から考えるベ

き。

<各委員のご意見>
・ 協会けんぽが業務委託を受けるという点については、1,100万人規模の個人を事

業所という基盤もない中で把握 していくことは、協会けんぽには地域保険の事務

処理に関する体制やノウハウの蓄積等が全 くないことから事実上困難である。 (′1ヽ

林委員)

・ 非正規労働者等の受け皿でもある国民健康保険を再建 し、皆保険制度を維持で

きる体制を検討する必要がある中で、連合が主張する「突き抜け方式」は、それ

らの方を見捨てることにならないか、という疑間があるしまた、突き抜け方式に

する場合、地域保険に加入 している退職者を呼び戻すとすれば、いかに過去の職

歴を検証するのか、極めて難 しい作業になる。 (宮武委員)

・ 就業構造や雇用環境が変化 し、高齢化が進展する中で、突き抜け型は現実的では

ない。 (対馬委員 )



国民年金受給者が国保に残る一方で、突き抜け方式では健保に厚生年金受給者が

加入することとなる。このため、それぞれの制度間の所得格差が大きくなり、低所

得者層が多い国保の財政が成 り立たないのではないか。 (岡崎委員 )

被用者保険内で助け合うことにより、若年被用者の納得は得られやすいことがメ

リッ トとあるが、社会連帯という観点から、被用者保険内だけでの助け合いでよい

のか。 (三上委員 )

25年 という要件を満たすサラリーマン退職者は男性が極めて多い。男性だけの

圧倒的に多い医療保険というのはいかがなものか。 (樋口委員)

雇用の状況が変化 しており、若人の就労形態も変わつている中、一定の職場を中

心に考える案というのは疑間である。 (見坊委員)

最近、若年労働の問題が課題となり、その形態はパー トタイムであった りするた

め、25年に該当しなくなる。広 く国民を救える制度にすべきと思 う。政権に近い

連合として、新進気鋭の案を期待したい。 (横尾委員)

工 宮武委員の案について

<宮武委員のご意見>
・ 国民健康保険は国民皆保険の基盤であり、高齢化が進み定年退職者等が多く加入

しても持続可能な制度にする必要がある。人口が少ない市町村において、保険によ

つてリスク分散を行うのは困難であり、ドイツの疾病金庫やデンマークの自治体の

例を見ても、保険者を集約せざるを得ない。そのために、都道府県単位の国保とし、

後期高齢者医療制度とドッキングさせるべき。

・ 年齢区分を廃止するとなれば、後期高齢者は市町村国保に戻るほかないが、その

際は、市町村国保は都道府県単位とし、都道府県が直接運営するのか、都道府県単

位の広域連合が運営するのかの選択となる。

・ 一定年齢以上の方々の医療費について財政調整を行 うとすれば、介護保険制度の

ように、同じ制度の中で、第 1号被保険者 (現役世代 )、 第 2号被保険者 (高齢者 )

というような区別が必要である。
口 働いている高齢者については、①すべて都道府県単位の国保に加入していただく

こととするのか、②本人のみ被用者保険に残るのか、③本人とその被扶養者も被用

者保険に残るのかの3つのパターンがあり、さらに議論する必要がある。

・ 国保を都道府県単位化することは難しいことではあるが、危機感をもつてやらな

ければならない。高齢者医療制度の課題は、高齢者の大半が加入する国保の課題で

あり、国保を持続可能な形に集約していくことが時代の要請である。

・ 国保の都道府県単位化に時間がかかるようであれば、例えば、まずは75歳以上

の高齢者を市町村国保に移行させ、2階建ての財政調整を行い、若人については、

一定の期間の中で、都道府県単位に移行していくという段階的な対応を考えるべき。
日 知事会は国保の都道府県単位化に反対していたが、現在、埼玉県、岐阜県、京都

府、奈良県、高知県においては、国保の都道府県単位化又は都道府県直営といつた



構想を出 している。意欲がある都道府県が先行 して都道府県単位化を進めることを

認めてもよいのではないか。

<各委員のご意見>
口 高齢者医療の対象者は何歳以上とするのか。また、高齢者と若人の保険料負担の

仕組みについて検討する必要がある。 (′ 1ヽ島委員)

・ 国保を都道府県単位化するのは非常に時間がかかる課題であり、5年以内の実現

は難 しいのではないか。(池上委員 )

・ 年齢により財政運営の仕組みを分けているが、年齢で区切らないということが出

発点ではないか。 (池上委員)

オ その他の御意見

口 年齢で区分するあり方を見直 し、公的年金の受給者を被保険者として制度設計す

べき。 (齊藤委員 )

・ 負担ルールを明確化するために、現役世代の医療保険制度と高齢者の医療保険制

度は、何 らかの形で別建ての制度にすることが必要。 (齊藤委員 )

・ 保険者について、市町村別では財政運営上、小さな村では、危険が高すぎるとす

れば、都道府県単位が良い。 (鎌田委員)

・ 協会けんぽは都道府県単位の保険料率を導入 し、都道府県の支部 ごとに労使の代

表と有識者からなる評議会を設置 して幅広い議論を行うなど、地域の実情を踏まえ

た保険運営を行つている。また、医療提供の体制は都道府県単位で整備されており、

医療サー ビスも一定程度市町村単位を超えた広域で行われている実態があるので、

新 しい高齢者医療については都道府県単位とすることを基本として考えていくこ

とが重要。 (′1ヽ 林委員)

・ 国保は国で一本化するのが一番いいが、それまでの過程として都道府県単位で一

本化することが望ましい。 (山本委員)

・ 企業に勤務しながら市町村国保に加入 している被保険者については、制度本来の

職域保険に戻すべきであり、職域保険と地域保険の将来的な統合は否定 しないが、

当面は分立とすべき。 (阿部委員 )

・ 現役として働 く高齢者については、若年者の制度への継続加入を検討すべき。(齊

藤委員)

口 今後は、雇用されて働 く高齢者はじめ多様な働 く高齢者が増えていくことを踏ま

えた医療保険制度のあり方を考えるべき。 (樋 口委員 )

・ 国民皆保険を維持するためには、公費の増加が不可欠だが、消費税の議論は先送

りにされている。国であつても地方自治体であつても公費負担を増や していかなけ

れば何ともならない事態となつて くると考えるが、国民皆保険を維持 していくため

の国の覚悟が問われている。 (神田委員)

・ 公平な制度の実施のためには、誰が費用を負担するのかを明確にし、保険料と財



源調整による負担について公平性を感 じることのできる仕組み とする必要がある

が、その緩衝材となるのが公費である。 (堂本委員 )

高齢者や退職者の多い国保を被用者保険が支援することにより、公費の伸びを抑

えるため、前期の財政調整や後期高齢者医療制度が作られたと認識 している。今後、

公費負担の在 り方、国保、被用者保険を含めた医療保険制度全体の在 り方の検討が

重要である。また、被用者保険の一部である退職者医療制度をどう扱うかも含めて

議論すべき。 (′Jヽ 島委員)

医療費通知、明細書の義務化、ジェネリックの使用促進など健保組合は保険者機

能を発揮 してきた。被用者保険だからこそ、被用者・事業主 “労働組合のバックア

ップを得て、新たな取 り組みができる。地域保険だけに視点を当てるのは適当でな

い。 (対馬委員)

長野県のように健康づ くりに取 り組んで医療費水準が低い例もあり、地域保険が

適切な保険者となれないという考え方は違 う。 (鎌田委員)

当初、老人医療が議論された際の目標は無料化であった。現在は状況が変わつて

いるが、やはり、75歳で線を引くというのであれば、最終的には無料化するとい

つた理想を掲げるべき。 (岩見委員)

保険料負担の公平性にも、いくつかの視点があるが、社会保険においては裕福な

方か らは多くの保険料を納めていただ くというような リスク調整の機能は強める

べき。 (近藤委員 )

公平性の視点には保険料だけではなく、健康状態の公平という視点もある。今の

日本には、低所得者の死亡率が高所得者の 2～ 3倍 という健康格差がある。基本的

人権が守 られていない現実を直視 して、その是正につながる制度にすべきである。

(近藤委員)

(3)運営主体のあり方

ア 都道府県が担うべきとするご意見

・ 保険者は都道府県単位とすべきであり、市町村では無理。その上で、都道府県か、

全市町村が加入する広域連合かとなるが、保険者は都道府県が担 うべきである。都

道府県が経験や実績がないという指摘については、都道府県と市町村との間で人事

交流・出向をすればよい。 (阿部委員)

・ 現在、47の都道府県後期高齢者医療広域連合が保険者となつているが、これを

約 1800の 市町村に振 り分けることは困難であり、新 しい制度の運営主体は都道

府県が担 うべき。 (岡崎委員 )

・ 広域連合は、市町村からの派遣職員で運営 しており、人事異動は 2年単位である

ことか ら、スキルの積み上げが困難。また、都道府県には国保を指導する部署があ

り、保険者の業務内容について熟知 しているため、医療保険に係る事務の実績がな

いとの指摘は当たらない。 (岡崎委員)

・ 運営主体は都道府県にすべきであり、人口が少ない市町村では保険が成 り立たな



い。ただ し、保険料の徴収は市町村が行うべき。また、一般の方からすると、県庁

は敷居が高いイメージが強いので窓口は市町村が行 うべき。保険者として都道府県

が保険主体としての運営を担い、市町村は個別の対応と役割を担 う形がよい。 (岡

崎委員 )

・ 介護福祉は市町村のような小 さな団体がむしろいい。医療はそうはいかない、医

療は高度医療や 3次救急のことを考えると都道府県単位の方が医療計画も立てや

すい。都道府県が保険者になるのが理にかなっている。都道府県が運営主体になる

とすると、保険料の収納率をどう上げるかが課題。都道府県が市町村に協力を求め

られるよう、国が支援する必要がある。広域連合では難 しい。運営主体は都道府県

を軸に、池上委員案と宮武委員案を合わせて、最終的に宮武委員の案を詰めていく

のがよいのではないかと言うのが私の意見。 (鎌田委員 )

1広 域連合は組織として広 く利用者に認知されておらず、新たな制度の運営主体は

都道府県とすべき。その際、市町村の責任も明確にすべき。(樋口委員 )

・ 運営主体を仮に都道府県にした場合のメリットとして、都道府県が現在実施 して

いる健康増進事業や医療費の適正化について、医療サー ビスの提供等の施策と有機

的に連携 させながら実施できる。広域連合では十分に連携が図りがたい点が問題で

ある。 (横尾委員)

・ 仮に財政的に国が支援するとなれば、都道府県でも引き受けることができるか。

市町村は良い協力・連携体制をとりながら実務をやる。財政は国がサポー トする。

そしてより効率的なマネージメン トを一緒に作つていくという形であれば、知事会

としても了解が得やすいのではないか。(横尾委員 )

・ 広域連合の財源は市町村ごとの議決を経て支出 しているものであり、一概に安定

化とは言えないのではないか。また、広域連合自体にも議会等が設置されており、

その運営にも事務負担等が発生 している。さらに、市町村から派遣され る職員は数

年で入れ替わるため、必ず しも事務に精通 した職員が対応 しているとは限らない。

(横尾委員)

口 「広域連合又は都道府県が運営主体 となる場合には、窓口業務等は市町村が行う」

との記載があるが、県民税等の徴収については、市町村に業務委託をしている例も

あり、すべて市町村というわけではな く、広域化ロー元化の 1つのメニューとして、

事務のあり方は今後検討する必要がある。 (横尾委員)

広域連合等が担うべきとするご意見
口 現在の後期高齢者医療広域連合をベースに、運営主体を検討すべき。(齊藤委員)

・ どのような見直しが行われるにしても、市町村国保が重要な役割を担うことにな

る。市町村国保においては、保険料が賄えきれずに、一般会計からの繰り入れが行

われている。県の役割というものは十分認識しているが、都道府県単位としても市

町村国保と同様の問題が発生することから、国が十分に支援しないと、受け皿とな

り得ない。(神田委員)
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・ 運営主体の問題は都道府県と市町村が対立する問題ではない。まず、国がどう関

わ り、どのような財政の仕組みでやるのかを示してもらいたい。 (神田委員 )

・ 福祉分野では市町村が重要な役割を担つている。市町村が行う健康相談や健康診

査は医療保険とも関係の深いものであるし、保健センター等も整備されている。都

道府県の役割はそれをフォロー していくことではないか。 (神田委員)

・ 資料に掲げられているメリッ ト・デメリッ トが形式的ではないか。デメリッ トに

も改善可能なものと重大なものがある。 (神田委員 )

ウ 検討の視点に関するご意見

・ 運営主体については、制度論ではなく利用者の視点から検討すべき。都道府県が

役割を担 うことも考えられるが、どこが一番サービスを提供するのに適 しているの

かという視点から考えるべき。 (堂本委員)

・ 運営主体については、いくつかの視点から見た考え方がある。財政面からの視点

では、大きな単位ということがある。住民の健康状態の確保からの視点では、基礎

自治体のきめ細かなサービスがある一方で、都道府県の広域的な健康増進の取組が

ある。被保険者の利便性、窓回の利用、保険料の収納などについて、都道府県と市

町村がいかに協力して高齢者医療制度を支えていくのかという考え方が必要であ

る。 (岩村座長)

・ 保険者の統一化という点では、京都府での新 しい試みなどがあ り、その状況など

最新の情報も共有すべき。 (横尾委員 )

(4)費用負担のあり方

ア 公費について

口 国保と後期高齢者医療制度の統合を考えた場合、国保が有力な基盤となるが、約

7割の国保が単年度赤字であり、約 3,800億 円を一般財源か ら繰 り入れてい

る現状がある。このため、現行の国保も含め財政制度自体を分か りやす くし、一

定の公費を入れ、国保の財政基盤を強化すべき。 (岡崎委員)

・ 新たな制度においては、現役世代の負担が加重にならないよう理解と納得の得ら

れる費用負担が必要であり、一定の所得がある高齢者には応分の負担を求めると

ともに、公費負担の拡大も含めた財源のあり方を検討すべき。 (小林委員 )

・ 今の費用負担の方法では現役世代の保険料が過乗1な ものとなっている。今後の新

しい制度の財源負担を考える場合には、公費を増やしていくという方向がないと、

現役世代の負担がますます過重になっていくと考えている。この点は、制度を議論

する大前提として強調 しておきたい。 (ノ1ヽ林委員)

・ 社会全体で支える公費の割合と現役世代を中心とする保険料部分の負担割合につ

いても、固定化せずに高齢化の進展に応 じて公費を増やすような調整の仕組みの

導入を検討すべき。 (小林委員)

・ 高齢者医療の保険給付財源については、現役世代の保険料に依存するには限界が



あることから、高齢者医療制度への公費投入割合を高めることが不可欠。そのた

めにも、税制改革の議論がセッ トで行われることが期待される。 (齊藤委員)

・ 新たな制度においては、介護保険と同様、 5割の公費を投入すべきである。公費

以外の部分は、高齢者と若年者の人数比で按分 し、それぞれが保険料を負担する。(対

馬委員)

・ 健保組合等の支援金・納付金の負担は、保険料収入の45.2%と 過重であるの

で、前期高齢者の層にも5割 を目途 とする公費投入を目指すべきである。また、財

政事情の厳 しい健保組合への財政支援の継続、強化が不可欠である。 (対馬委員)

・ 65歳か ら74歳までの前期財政調整の仕組みを75歳以上に拡大 し、75歳以

上の方の医療費の 5割 に公費を投入すべき。 (阿部委員)

・ 今後の高齢者医療費の見通 しを踏まえると、その財源について深刻な事態が生 じ

ることが考えられるため、将来の恒久的な財源の確保が重要であり、国における財

政負担を明確に示すべき。 (知事会 (西川代理))

・ 今後の少子高齢化の進展を考えると、公費の拡大をお願いせざるを得ない。 (樋

口委員 )

・ 公費投入の額を増やさなければ、財政調整を行つたとしても、全ての保険者が納

得することは難 しい。 (三上委員 )

・ 公費の投入については、所得捕捉することや、消費税を議論 しなければ前に進ま

ないのではないか。 (横尾委員)

・ これか らの社会保障制度を支える財源のあり方については、公費においてもでき

るだけ特定の世代に偏らない負担 ということが重要である。社会保険料 と同様の

現役世代の賃金に着 目した税と、各世代において幅広 く負担する税を併せて考え

ていくことが今後の社会保障の安定的な運営には大事である。 (′]ヽ林委員 )

若人の保険料について

高齢者医療を支える各制度間での負担のあり方については、各制度の負担能力を

反映し、現役世代の納得が得 られる制度となることが重要である。 (小林委員)

新たな制度においては、現行の後期高齢者医療制度の医療給付費に対する財政調

整の仕組みを残すか、新たに全年齢に係る公費や支援金等による仕組みを設ける

か検討すべき。 (宮武委員)

被用者保険は国保に比べて、一般的に若人が多く、所得水準が高 く、さらに一人

当た り医療費が安いなど、相対的に恵まれた保険運営環境にある。したがつて、

国民皆保険の基盤 となつている国保に高齢者が加入するのであれば、被用者保険

か らの財政調整による支援が不可欠であり、現在の加入者数に応 じた調整ではな

く、所得を考慮 した負担能力に見合つた財政調整を行 うべき。(知事会 (西川代理))

支援金のあり方については、高齢者の医療費を社会全体で支えるという観点から、

各医療保険制度間で公平に負担することとなるよう、被用者保険者間は総報酬按

分とすべき。 (′卜林委員)
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口 老人保健制度や後期高齢者医療制度が創設された経過を見ても、突き詰めれば高

齢者 と無職の方が多い国保の財政問題であり、被用者保険はそれを支援 してきた。

国民健康保険と被用者保険のあり方をもう一度考えるべき。 (ノ lヽ 島委員 )

・ 若人の保険料については、65歳以上に 5割の公費投入を前提として、被用者保

険者内は、保険者の負担能力に応 じた負担とすべきであるが、総報酬割について

は、予算や公費の節減の観点ではなく、制度論としての公平性 自納得感・整合性 ロ

経緯 という観点から、本当に総報酬割がいいのかどうかを議論すべき。その際は、

原則、 65歳以上が給付対象で、 (保険料について)総報酬割をしていない介護保

険制度 との関係も考慮すべき。 (対馬委員 )

・ 総報酬割を導入すると、現在の前期高齢者の財政調整制度における医療費適正化

に対する保険者のインセンティブを働かせる仕組みがな くなって しまうという間

題もある。さらに、総報酬割を導入する場合には、従来以上に所得の把握を厳格

に行 う仕組みが必要である。(対馬委員)

・ 経済が活性化 して保険料収入が増加するといった良い循環を作るためにも、現役

世代のやる気と活力が重要である。若人において高齢者医療制度への拠出感が過

大なものとなり、活力をそ ぐような事態とならないような仕組みとすべき。(齊藤

委員 )

・ 保険者や団体を代表する方が、それぞれの立場で発言 しているが、医療保険制

度の議論においては社会連帯の理念が重要であり、それぞれの保険者が集めた保

険料は、国民全体のものであるという考え方の下に議論を行う必要がある。 (三上

委員 )

・ 新たな制度においては、事業主の負担が現状を下回らない制度とすべき。 (阿部

委員 )

日 企業においても、法人税や社会保険料により社会保障制度を支えている。これ ら

企業の負担についての国際比較等も踏まえて議論すべき。 (知事会 (西川代理))

高齢者の保険料について

国民皆保険を守る観点から、高齢者にもその負担能力に応 じた適切な負担を求め

るべき。 (齊藤委員)

高齢者の保険料については、若人と高齢者の負担の透明性が確保された仕組みと

すべき。 (対馬委員)

保険料及び保険者間の財政調整の検討にあたっては、その高齢者がこれまでの人

生において、どの保険者に属 していたのかを可能な限り反映できる制度にすべき。

(堂本委員)

高齢者だけが利益を得るのではなく、たとえ低所得であっても高齢者も国民の一

人として少額の保険料を負担するなど、全ての高齢者が一定の負担をすべき。 (樋

口委員 )
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患者負担について

新たな制度においては、必要な医療を保障 し、65歳以上の方は原則として 9割

給付とすべき。 (阿部委員 )

これまで自己負担分を増や して給付を抑制することで医療費を抑えてきたので、

新たな制度については、高齢者の自己負担が増えないような制度を検討すべき。(三

上委員 )

患者負担については、負担の公平性の観点から3割が限界である。現行の高齢者

の負担割合は、原則として、70～ 74歳は 2割 、75歳以上は 1割であるが、ど

の程度の患者負担が世代間の公平の観点か ら適 当であるかという議論をすべき。

(知事会 (西川代理))

自己負担については、無駄な受診を減 らし、効率化を図ることを目的に徐々に引

き上げられてきた。しか し、調べてみると低所得者ほど窓口負担が大きいことを理

由に受診を控えているという実態があり、必要な医療が抑制されていると考えられ

る。また、病院で治療費を支払わない方が増加 しており、公立病院では自治体の税

金を投入 して支えている実態もある。自己負担が大きいことも治療費未払いの原因

の一つになつている。したがつて、新たな制度においては、自己負担を今よりも引

き下げる方向で考えるべき。(近藤委員)

財源構成の試算について

国保が負担増となり、財政がもたない。国保の財政基盤をしつかりと確立させる

方向で整理すべき。 (岡崎委員)

基本的な考え方の 6原則にあるように、国保の負担増に配慮するという観点から、

一定の工夫が必要である。そうでなければ、都道府県が運営主体 となることも困難

ではないか。 (横尾委員)

75歳以上の高齢者の医療給付費に約 5割の公費を投入する場合には、国保は負

担が増加するが、ほぼ同額が負担減となる公費を充てることとすれば、それほどひ

どい負担増にはならない。しか しなが ら、今後の急速な少子高齢化の中にあっては、

公費を段階的に投入 し、被用者保険を中心として保険料の負担増を抑えていくとい

う仕組みを導入 しなければ、被用者保険側は納得 しないのではないか。(宮武委員 )

・ 65歳以上の高齢者の医療給付費に約 5割の公費を投入する場合には、国保及

び公費の負担が大幅に増加するが、その財源を確保するには消費税率を 1%増加さ

せる必要があり、短期間での実現は極めて難 しいのではないか。 (宮武委員)

(5)保険料、給付等のあり方
口 新たな制度の保険料は「応能負担」を原則とし、格差のない料率を設定すべき。(阿

部委員)

・ 高齢者の医療保険は保障の理念が重要であり、保険料の上限の見直しや保険料率の

一本化なども検討すべき。(三上委員)

・ 所得のある方の保険料の上限について議論すべき。50万円より高い上限を段階的

※
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に設定 してもよいのではないか。 (樋口委員)

・ 若年の国保の保険料についても、都道府県単位でできるだけ統一すべき。 (宮武委

員)

・ 国保の保険料の上限は職域保険と同額まで引き上げるべきではないか。(樋口委員)

4 高齢者のための医療サー ビス等につい

腱 本会議においては、各論的な議論はできないが、高齢者に関わ りの深い医療サービス

の基本的な考え方については議論すべき。 (近藤委員 )

・ 新たな制度の枠組みについては、6つの原則に則つて議論することになる。医療サー

ビス全般については、別途議論する必要があるが、高齢者にふさわ しい医療の考え方に

ついては、この会議で打ち出すべきである。 (宮武委員)

コ イギ リスでは、医療崩壊と言われる状況から立ち直る際に、NSFと 呼ばれる疾患領

域 ごとの 10カ 年の長期計画を策定 しており、この中に高齢者医療版というものもある。

日本版NSFに より、10年後の目標設定を行い、それを実現する手立てを考えてモニ

タリングするような考え方を行うべき。 (近藤委員)

・ 日本の医療費をOECD平 均並みに上げつつ、それ以上に上がらないシステムについ

て検討 していく必要がある。そのために、かか りつけ医制度や終末期相談支援料が、ど

のような役割を担えるのか考えていく必要がある。 (鎌田委員)

・ 高齢者は慢性的な疾患を抱えやす く、かか りつけ医制度については、他の先進諸国と

同様、必要である。 (宮武委員)

・ 後期高齢者終末期相談支援料については、導入の仕方に問題があつたが、自分がどの

ように最期を迎えるかについて、看護師や医者と相談 していくといった制度は必要であ

る。 (宮武委員)

・ 病院に頼 りすぎていた日本の医療を、自宅や自宅に近い環境で最期まで暮 らし、看取

ることができるような体制に変えていくべき。 (宮武委員 )

・ 終末期医療制度は、せつか く国民的合意ができつつある段階で、打ち出し方が悪 く、

議論が後退 してしまつた。新たに国民・高齢者が論議できるようにするべき。(樋 口委

員 )

・ 新たな制度の医療サービスについては、高齢者の健康維持 口諸機能維持に必要なリハ

ビリについても検討すべき。 (樋口委員)

・ 新たな制度のあり方の前提として、救急医療、周産期や小児科医療などをはじめとす

る医療崩壊を防止するために医療費総額を拡大 し、診療報酬をさらに引き上げるべき。、

(阿部委員 )

日 高齢者が医療を過剰に受けているようにも思えるので、医療を受ける高齢者のあり方

についても考える必要がある。(岩見委員)

日 高齢者医療確保法に規定されている特定健診や特定保健指導は非常に斬新な考え方で

ある。20年度は混乱もあったが、健保組合としても、保険者機能を発揮 しながら積極
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的に取 り組んでいる。 (対馬委員)

・ 特定健診及び特定保健指導は、保険者機能の強化のために効果的な取組みとなつてお

り、更に進めていく必要があるが、健診等の実施率による支援金の加算・減算の仕組み

は、廃止を含めて見直すべき。 (′卜林委員)

・ 医療費の増大が見込まれる中で、健全な方法により医療費の伸びを抑制 していくこと

は重要である。新たな制度においても、健康づくり事業などの受益と負担を連動させる

仕組みを導入すべき。 (知事会 (西川代理))
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「保険料自給付口医療サービス等のあり方」に関する論点と各委員の主な御意見

可.保険料のあり方について

主な論点 これまでの委員の主な御意見

○ 制度の枠組みによっては、高齢者は地域保険又は被用者保
険に加入することとなるが、
口地域保険に加入する方は、
① 現役世代よりも低い保険料水準でよいか。
② その場合、75歳以上の方と65歳から74歳までの方では、
同じ保険料水準でよいか。

③ また、65歳から74歳までの方についても、都道府県単位
の保険料設定とした場合、保険料が増加する方と減少する
方が生じるが、急激な負担増とならないよう、段階的に緩和
する措置等を講じることが必要ではないか。

④ さらに、高齢者の保険料の伸びが現役世代の保険料の

伸びを上回ることがないように調整する仕組みが必要では

'Lミ

いか。
・ 被用者保険に加入する方は、現役世代と同様の保険料
水準でよいか。

○ 後期高齢者医療制度においては、保険料を個人単位で賦課・

徴収していたが、
口地域保険に加入する方の保険料は、一括して世帯主に賦課
し、徴収することでよいか。

・ 被用者保険に加入する方の保険料は、被保険者から賦課し、
徴収することでよいか。

○ 高齢者の保険料の上限については、
日地域保険に加入する方は、他の世帯員とあわせて、市町村
国保における世帯単位の上限とすることでよいか。
口被用者保険に加入する方は、被用者保険における現役
世代と同じ上限とすることでよいか。

※ 現行制度の上限額 (平成22年度 )

・ 後期高齢者医療制度 ;50万円 (個人単位 )

・ 市町村国保    :63万 円 (世帯単位 )

・ 被用者保険    ;186万 円 (被保険者単位、事業主負担を含む )

高齢者の尊厳を守り、低所得者や障害者にとつて
温かみのある制度とすべき。(見坊委員)

国民皆保険制度では、世代間の連帯が重要であ

る。若い方の負担が高齢者より大きいかどうかを比

較するのではなく、国民の―生涯を見据えた公平
を考えていく必要がある。(堂本委員)

国民皆保険を守る観点から、高齢者にもその負
担能力に応じた適切な負担を求めるべき。(齊藤委
員)

新たな制度の保険料は「応能負担」を原則とし、
格差のない料率を設定すべき。(阿部委員)

高齢者だけが利益を得るのではなく、たとえ低所

得であつても高齢者も国民の一人として少額の保
険料を負担するなど、全ての高齢者が一定の負担

をすべき。(樋口委員)

高齢者の医療保険は保障の理念が重要であり、
保険料の上限の見直しや保険料率の一本化なども
検討すべき。(三上委員)

所得のある方の保険料の上限について議論すべ

き。50万円より高い上限を段階的に設定してもよ
いのではないか。(樋 口委員)

若年の国保の保険料についても、都道府県単位
でできるだけ統一すべき。(宮武委員)

国保の保険料の上限は職域保険と同額まで引き
上げるべきではないか。(樋口委員)



主な論点 これまでの委員の主な御意見

○ 地域保険に加入する低所得の方の保険料の軽減措置をどのようにす
べきか。その際、介護保険との整合性をどのように考えるか。

・ 後期高齢者医療制度の低所得者の保険料軽減措置については、施

行当初は、「保険料の均等割;7割・5割・2割軽減」であったが、施行

後の見直しにより、「保険料の均等割 ;9害1・ 8.5害 1・ 5割・2害1軽減、

所得割i5割軽減」となつている。
・ 市町村国保の低所得者の保険料軽減措置については、「保険料の

応益割 (均等割及び平等割);7割・5割 E2割軽減」となつている。

※ 各制度の最も低い保険料額 <全国平均の月額>
・ 後期高齢者医療制度 ; 約350円 (均等害1:9害1軽減)

・ 市町村国保
・ 介護保険

約1,000円 (均等割 ;7割軽減 )

約2,000日 (基準額 :5割軽減 )

○ 被用者保険の被扶養者が地域保険に加入する場合、保険料の軽減

措置をどのようにすべきか。その際、軽減措置がない国保の世帯員と

の公平性をどう考えるか。  ・

・ 後期高齢者医療制度においては、当初は、制度加入時から2年間の

軽減措置 (均等割 ;5割軽減)を講じることとしていたが、施行後の見直

しにより、「保険料の均等割 ;9割軽減」となっている。
・ 被扶養者の保険料の軽減措置は、制度加入時に被扶養者であつた

ことにより対象としているが、その後、扶養関係がなくなった方の取扱

いについても考慮する必要がある。

○ 後期高齢者医療制度及び市町村国保(65歳以上の被保険者のみが

加入する世帯)の保険料の徴収においては、現在、年金からの支払い

と口座振替との選択によりお支払いいただいているが、年金からの支

払いについてどのように考えるべきか。



2.給付のあり方について

主な論点 これまでの委員の主な御意見

○ 新たな制度における患者負担割合について、どのように考えるか。

※ 現行制度における法律上の患者負担割合
口75歳以上  :1害1(現役並み所得者は3割 )

・ 70歳～74歳 ;2割 (予算措置で1害1に凍結中)

(現役並み所得者は3割 )

・ 70歳未満   i3害 1

※ 患者負担害1合を変更した場合の医療給付費の影響額
70歳～74歳 :1割で恒久化 +2,000億円、2割で恒久化 -1,600億 円

65歳～69歳 :3割→2割 +3,500億円、3割→1割 +7,200億 円

○ 患者負担については、高額療養費制度により月ごとの限度額を

設けるとともに、70歳以上の高齢者については、以下の措置を講

じ、更なる負担軽減を図つているが、どのように考えるか。

① 被保険者の所得等に応じて4段階(現役世代は3段階)の限度
額を設定している。

② 現役世代に比べて限度額を低く設定している。
③ 別に個人ごとに外来だけの低い限度額を設定している。
④ 全てのレセプトが対象として、限度額を計算している。(70歳未
満の方は、21,000円以上のレセプトのみを対象としている。)

※ 高額療養費のあり方については、社会保障審議会医療保険部会
において、現役世代のあり方も含めて議論を進める。

新たな制度においては、必要な医療を保障し、
65歳以上の方は原則として9割給付とすべき。
(阿部委員)

これまで自己負担分を増やして給付を抑制す
ることで医療費を抑えてきたので、新たな制度
については、高齢者の自己負担が増えないよう
な制度を検討すべき。(三上委員)

自己負担については、無駄な受診を減らし、
効率化を図ることを目的に徐々に引き上げられ
てきたため、低所得者ほど窓口負担が大きいこ

とを理由に受診を控えているという実態がある。
自己負担が大きいことは病院への治療費未払
いの原因の一つにもなつている。新たな制度に

おいては、自己負担を今よりも引き下げる方向
で考えるべき。(近藤委員)

患者負担については、負担の公平性の観点
から3割が限界である。現行の高齢者の負担割
合は、原則として、70～74歳は2割、75歳以
上は1割であるが、どの程度の患者負担が世
代間の公平の観点から適当であるかという議
論をすべき。(知事会 (西川代理))



主な論点 これまでの委員の主な御意見

○ A案 (65歳以上の高齢者はすべて国保に加入)及びC案 (65歳
以上の働いている高齢者は被用者保険に加入し、その被扶養者は

国保に加入)の場合には、世帯内で加入する医療保険が男1れ、そ

れぞれの医療保険ごとに高額療養費が計算されることにより、世帯

全体としての負担が重くなることがあるが、こうした場合、負担軽減

策を講じることが必要ではないか。

被保険者の収入、所得、レセプト等に係る情報は保険者ごとに管

理していることから、現在の高額療養費は保険者ごとに限度額の

適用及び支給額の算定を行つている。

医療保険と介護保険の双方による負担を軽減するため、平成20
年度から開始した「高額医療 E高額介護合算制度」により、年ごとの

限度額を設け、負担軽減を図つている。
この制度についても、高額療養費と同様、医療保険上の世帯を単

位として限度額の適用及び支給額の算定を行つている。

※

※



3.医療サービス

主な論点 これまでの委員の主な御意見

○ 今般の診療報酬改定によつて、平成22年度より、
75歳という年齢に着日した診療報酬体系は廃止

されることとなつたところ。
・ 後期高齢者診療料
・ 後期高齢者終末期相談支援料
・ 後期高齢者特定入院基本料  等の全17項目

○ 今後の高齢者に対する医療サービス等のあり方
については、以下の基本的な視点に立って取り組

むべきではないか。
・ それぞれの地域において、入院に頼りすぎるこ

となく、切れ日なく必要な医療口介護・リハビリが受

けられる体制を構築することが必要。
・ 必要な医療費は拡充しつつ、かかりつけ医の普

及等を図りながら、効率化できる部分は効率化す

るなど、真に高齢者の立場に立った医療提供体制
の構築が必要。
日高齢者の増加を踏まえ、様々な高齢者の二一

ズに応じた多様なケアの提供体制の充実や医療 =

福祉の人材育成をはじめとする長期的口総合的な

構想の策定とモニタリングの仕組みが必要。

※ 医療サービス等のあり方については、平成24年

度の診療報酬・介護報酬の同時改定に向けて、別

途設置する検討の場において、議論を進める。

イギリスでは、医療崩壊と言われる状況から立ち直る際に、NS
Fと呼ばれる疾患領域ごとの10カ年の長期計画を策定しており、
この中に高齢者医療版というものもある。日本版NSFにより、10
年後の目標設定を行い、それを実現する手立てを考えてモニタリ
ングするような考え方を行うべき。(近藤委員)

日本の医療費をOECD平均並みに上げつつ、それ以上に上が

らないシステムについて検討していく必要がある。そのために、
かかりつけ医制度や終末期相談支援料が、どのような役割を担
えるのか考えていく必要がある。(鎌田委員)

高齢者は慢性的な疾患を抱えやすく、かかりつけ医制度につ
いては、他の先進諸国と同様、必要である。(宮武委員)

後期高齢者終末期相談支援料については、導入の仕方に問

題があつたが、自分がどのように最期を迎えるかについて、看護
師や医者と相談していくといった制度は必要である。(宮武委員)

病院に頼りすぎていた日本の医療を、自宅や自宅に近い環境
で最期まで暮らし、看取ることができるような体制に変えていくベ

き。(宮武委員)

終末期医療制度は、せつかく国民的合意ができつつある段階
で、打ち出し方が悪く、議論が後退してしまつた。新たに国民口高
齢者が論議できるようにするべき。(樋 口委員)

新たな制度の医療サービスについては、高齢者の健康維持ロ

諸機能維持に必要なリハビリについても検討すべき。(樋口委
員)

新たな制度のあり方の前提として、救急医療、周産期や小児科
医療などをはじめとする医療崩壊を防止するために、医療費の
総額を拡大し、診療報酬をさらに引き上げるべき。(阿部委員)

高齢者が医療を過剰に受けているようにも思えるので、医療を
受ける高齢者のあり方についても考える必要がある。(岩見委
員)
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4.保健サービス等

主な論点 これまでの委員の主な御意見

○ 制度の枠組みによつては、高齢者は地域保険又は被用者保

険に加入することとなるが、地域保険の場合は、健康診査や健

康づくり等の保健事業は、市町村,都道府県口広域連合のどこが

担うべきか。
・ 現在の後期高齢者医療制度においては、一義的には運営主

体である広域連合が保健事業の実施主体となつているが、実際

には市町村が広域連合からの委託等を受けて実施している。
・ 市町村国保においては、保険者である市町村が保健事業を

実施。

※ 実施主体が市町村から広域連合に変わつたこと等により、
人間ドックが受けられなくなるという問題も生じたところ。

○ 後期高齢者医療制度においては、現役世代の健康診査と異

なり、健康診査の実施は広域連合の努力義務とされた。こうした

中で受診率の低下が生じており、健康診査の実施を義務化す
べきではないか。

※ 受診率推移
H19年度 i260/o‐→H20年度 1210/o→ H21年度;24%
(19年度・20年度は実績。21年度は各広域連合から提出された

健康診査受診率向上計画に基づく受診率見込み。)

高齢者医療確保法に規定されている特定健診や

特定保健指導は非常に斬新な考え方である。20
年度は混乱もあつたが、健保組合としても、保険者

機能を発揮しながら積極的に取り組んでいる。(対

馬委員)

特定健診及び特定保健指導は、保険者機能の強
化のために効果的な取組みとなつており、更に進
めていく必要があるが、健診等の実施率による支

援金の加算・減算の仕組みは、廃止を含めて見直
すべき。(′1ヽ林委員)

医療費の増大が見込まれる中で、健全な方法に

より医療費の伸びを抑制していくことは重要である。

新たな制度においても、健康づくり事業などの受益
と負担を連動させる仕組みを導入すべき。(知事会
(西川代理))



主な論点 これまでの委員の主な御意見

○ 高齢者の健康づくりを推進するため、新たにどのような地域に

おける取組が必要か。
・ 現在、各広域連合が行う高齢者の健康づくり事業 (健康教育・

健康相談事業等)については、「長寿・健康増進事業」により、国
からの財政支援を行つているところ。
・ 特に、広域連合の行うモデル的な事業については、重点的な財

政支援を行つているところ。

○ 特定健診・特定保健指導については、生活習慣病を予防し、高

齢期等の医療費の効率化できる部分を効率化する取組であり、
引き続き、同様の仕組みが必要ではないか。

※ 特定健診・特定保健指導の今後のあり方については、別途の検
討の場において、議論を進める。

○ 現在、医療費の効率化を図るための事業については、重複口頻
回受診者への訪間指導、後発医薬品の普及・促進等を行つてい

るが、今後、どのような取組が必要か。



65歳以上の高齢者は国保又は被用者保険に加入し、高齢者の医療給付費を公費・

高齢者の保険料・現役世代の保険料で支える仕組みとした場合の財政影響

(平成22年度予算ベニスにおける現行制度からの比較)

※ 上記の被扶養者は、①65歳以上の被保険者に扶養されている65歳以上及び65歳未満の方、②65歳未満の被保険者に扶養され

ている65歳以上の方。

<単位 兆円>

65歳以上の被用

者保険の被保険
者及び被扶養者
の取扱い

<A案>
被保険者及び被扶養者

↓
国保

<B案 >
被保険者及び被扶養者

↓

被用者保険

<C案>
被保険者   被扶養者

↓        ↓

被用者保険   国保

公費 (約 5割 )を投入

する医療給付費の

対象年齢

I

75歳
以上

E
70歳
以上

Ⅲ

65歳
以上

I

75歳
以上

Ⅱ

70歳
以上

正

65歳
以上

I

75歳
以上

Ⅱ

70歳
以上

Ⅲ

65歳
以上

６
５
歳
未
満
の
保
険
料

協会けんぱ ▲0.2 ▲0.6 ▲0,9 0.3 ▲0.1 ▲0.5 0 ▲〇.4 ▲0.7

健保組合 0.1 ▲0.3 ▲0.7 0 ▲0.5 ▲0.8 0.1 ▲0.4 ▲0.7

共済 0.1 ▲0.1 ▲0.2 0 ▲ 0.1 ▲0.2 0 ▲0.1 ▲0.2

市町村国保 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.8 0.6 0.5

公費 ▲0.9 0.3 1.2 ▲0.9 0.2 1.2 ▲0.9 0.3 1.3

<留意点>
○ 「A案― I」 及び「C案一 I」 については、公費が減少することも踏まえ、市町村国保等の負担軽減策を講じること

が必要となる。

○ 「B案一 I」 については、公費が減少することも踏まえ、市町村国保及び協会けんぱの負担軽減策を講じることが

必要となる。

○ 上記以外の場合については、公費を増加させる必要に加え、市町村国保の負担軽減策を講じることが必要となる
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現行制度の財源構成について(平成22年度予算ベース)

むF“品・品轟口轟品.轟轟口品品・嘉品口語口品口景
E       …        〕

暉      本轟全      コ交付金

※ 後期高齢者支援金の被用者保険者内の総報酬割については、1/3(12ヶ月分 )としている。

※ 保険料には、保険料軽減等に対する定額公費が含まれている。

※ 前期高齢者の保険料収入は、全額、前期高齢者の医療給付費に充てられるものとして整理している。

※ 退職者拠出金は、上段は退職者医療制度の対象者に係る市町村国保の前期財政調整における負担増分であり、下段は退職者医

療制度の対象者に係る後期高齢者支援金であり、いずれも被用者保険者が負担している。

10

<65歳から74歳までの高齢者医療給付費の財源構成
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ll市期高齢者の医療給付費

協会けんぽ 1.6兆円 健保組合 1.3兆円 市町村国保 1.8兆円

<75歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 11.7兆円>

※ 上段は後期高齢者支援金の加入者害」(2/3)の部分、下段は総報酬害J(1/3)の部分



A案― I

<前提>
① 65歳以上の高齢者は全員国保に加入

※ 国保に加入する高齢者 :約 2830万人

② 75歳以上の高齢者の医療給付費に約5割の公費を投入

③ 高齢者の保険料の総額は現行と同額

④ 65歳未満の保険料による負担分については、市町村国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被

用者保険者間は総報酬額に応じて按分

<65歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 17兆円>
32% 17% 65歳未満の保険料等による負担分 51%    ヽ

※ 公費が減少することも踏まえ、市町村国保等の

負担軽減策を講じることが必要となる。

※ 保険料には、保険料軽減等に対する定額公費が含まれていることから、実際には定額公費を差し引いた額となる。

※ 退職拠出金は、市町村国保に加入する退職者医療制度の対象者に係る高齢者医療の支援金である。

※ 65歳未満の被用者保険の被扶養者が国保に移行する影響を含む。

~¬
r

1公費‐

5.:●ソじ円

高齢者
の保険料

2.

匡
公費

‐

■,0

‐」蹴　　・２
保険料
2.4

保険料
28

□

保険料
10

保険料
1.0

脚

卿

ｐ ‐

※ 仮に、前提を③ではなく、65歳から74歳の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料摩を適用した場合、高齢者の保険料は約01～02兆円減少し、その減少分は若人の保険料等の負担となる。

<現行制度からの財政影響>
保険料 (65歳未満)

公費
協会けんぽ 健保組合 共済 市町村国保

▲0.2兆円 0.1兆円 0.1りК円 0.9兆円 ▲0.9兆
「



A案― Ⅱ

<前提>
① 65歳以上の高齢者は全員国保に加入

※ 国保に加入する高齢者 :約 2830万人

② 70歳以上の高齢者の医療給付費に約5割の公費を投入

③ 高齢者の保険料の総額は現行と同額

④ 65歳未満の保険料による負担分については、市町村国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被

用者保険者間は総報酬額に応じて按分

<65歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 17兆円>
17%‐一一、/   若人の保険料等による負担分 43%

※ 公費を増加させることに加え、市町村国保の負担
軽減策を講じることが必要となる。

※ 高齢者の医療給付費の定率公費については、70歳 以上の高齢者の現役並み所得者の害1合から47%とした。

※ 保険料には、保険料軽減等に対する定額公費が含まれていることから、実際には定額公費を差し弓:いた額となる。

※ 退職拠出金は、市町村国保に加入する退職者医療制度の対象者に係る高齢者医療の支援金である。

※ 65歳未満の被用者保険の被扶養者が国保に移行する影響を含む。
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※ 仮に、前提を③ではなく、65歳 から74歳の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料率を適用した場合、高齢者の保険料は約01～ 02兆円減少し、その減少分は若人の保険料等の負担となる。

<現行制度からの財政影響>
保険料 (65歳未満 )

公費
協会けんぱ 健保組合 共済 市町村国保

▲0.6兆円 ▲0.3りじ円 ▲0.1兆円 0,7ソじ円 0.3兆
「



A案―Ⅲ

<前提>
① 65歳以上の高齢者は全員国保に加入
※ 国保に加入する高齢者 ;約2830万人

① 65歳以上の高齢者の医療給付費に約5割の公費を投入

② 高齢者の保険料の総額は現行と同額

③ 65歳未満の保険料による負担分については、市町村国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被

用者保険者間は総報酬額に応じて接分

<65歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 17兆円>
17%   、́ 65歳未満の保険料等による負担分 37%

※ 公費を増加させることに加え、市町村国保の負担
軽減策を講じることが必要となる。

※ 高齢者の医療給付費の定率公費については、70歳以上の高齢者の現役並み所得者の割合から47%とした。

※ 保険料には、保険料軽減等に対する定額公費が含まれていることから、実際には定額公費を差し引いた額となる。

※ 退職拠出金は、市町村国保に加入する退職者医療制度の対象者に係る高齢者医療の支援金である。

※ 65歳未満の被用者保険の被扶養者が国保に移行する影響を含む。

47%
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公費 ‐
0兆円
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※ 仮に、前提③ではなく、65歳から74歳 の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料率を適用した場合、高齢者の保険料は約0¬ ～02兆円減少し、その減少分は若人の保険料等の負担となる。

<現行制度からの財政影響>
保険料 (65歳未満 )

公費
協会けんぽ 健保組合 共済 市町村国保

▲0.9兆円 ▲0.7兆円 ▲0.2兆円 0.6ソじ円 1.2兆
「



B案― I

<前提>
① 65歳以上の高齢者は国保(但し、被用者保険の被保険者及び被扶養者は被用者保険)に加入

※ 国保に加入する高齢者 ;約2300万 人、被用者保険に加入する高齢者 :470万人

② 75歳以上の高齢者の医療給付費に約5割の公費を投入
※ 高齢者の医療給付費については、国民全体で支えるという考え方の下に、被用者保険に移行する高齢者に対する医療給付費

についても、引き続き、国及び地方自治体からの公費を投入

③ 国保に加入する高齢者の保険料の総額は現行と同額

④ 65歳未満の保険料による負担分については、市町村国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被
用者保険者間は総報酬額に応じて按分

<65歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 17兆円>
保に加入する高齢者の医療給付費 (約 14兆円)

歳未満の保険料等による負担分 51%

※ 仮に、前提を③ではなく、国保に加入する65歳から74歳の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料率を適用した場合、高齢者の保険料は約01～ 02兆円

減少し、その減少分は若人の保険料等の負担となる。

<現行制度からの財政影響>
保険料(65歳未満 )

公費
協会けんぱ 健保組合 共済 市町村国保

0.3兆円 0兆円 0リヒ円 0.6ソヒ円 ▲0,9兆円

33

被用者保険に加入
← する高齢者の医療 )

給付費 (約 3兆円 )

※ 公費が減少することも踏まえ、市町村国保及び協
会けんぽの負担軽減策を講じることが必要となる。

※ 保険料には、保険料軽減等に対する定額公費が含まれていることから、実際には定額公費を差し31いた額となる。

※ 退職拠出金は、市町村国保に加入する退職者医療制度の対象者に係る高齢者医療の支援金である。
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B案―Ⅱ

<前提>
① 65歳以上の高齢者は国保(但し、被用者保険の被保険者及び被扶養者は被用者保険)に加入

※ 国保に加入する高齢者 ;約 2300万人、被用者保険に加入する高齢者:470万人

② 70歳以上の高齢者の医療給付費に約5割の公費を投入
※ 高齢者の医療給付費については、国民全体で支えるという考え方の下に、被用者保険に移行する高齢者に対する医療給付費

についても、引き続き、国及び地方自治体からの公費を投入

③ 国保に加入する高齢者の保険料の総額は現行と同額

④ 65歳未満の保険料による負担分については、市町村国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被

用者保険者間は総報酬額に応じて按分

<65歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 17兆円> 被用者保険に加入

※ 公費の増加に加え、市町村
じることが必要となる。

国保に加入する高齢者の医療給付費 (約 14兆円)…――一―一―――一―一―一―一――一■>く■する高齢者の医療 )
歳未満の保険料等による負担分 43%41o/o 

-, 

'l 60/o 65

5,

公費‐■
3兆円
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＝

出
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※ 仮に、前提を③ではなく、国保に加入する65歳から74歳の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料率を適用した場合、高齢者の保険料は約01～ 02兆円

減少し、その減少分は若人の保険料等の負担となる。

保険料 (65歳未満 )
公費

協会けんぽ 健保組合 共済 市町村国保

▲0.lJじ円 ▲0.5兆円 ▲0.1ソじ円 0.5Jじ 円 0.2リヒ
「

高齢者の医療給付費の定率公費については、70歳以上の高齢者の現役並み所得者の割合から47%とした。

保険料には、保険料軽減等に対する定額公費が含まれていることから、実際には定額公費を差し弓|い た額となる。

退職拠出金は、市町村国保に加入する退職者医療制度の対象者に係る高齢者医療の支援金である。

※

※

※

給付費 (約 3兆円)

国保の負担軽減策を講



B案―Ⅲ

<前提>
① 65歳以上の高齢者は国保(但し、被用者保険の被保険者及び被扶養者は被用者保険)に加入

※ 国保に加入する高齢者:約2300万人、被用者保険に加入する高齢者:470万人

② 65歳以上の高齢者の医療給付費に約5割の公費を投入
※ 高齢者の医療給付費については、国民全体で支えるという考え方の下に、被用者保険に移行する高齢者に対する医療給付費

についても、引き続き、国及び地方自治体からの公費を投入

③ 国保に加入する高齢者の保険料の総額は現行と同額

④ 65歳未満の保険料による負担分については、市町村国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被
用者保険者間は総報酬額に応じて按分

<65歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 17兆円>
国保に加入する高齢者の医療給付費 (約 14兆円

歳未満の保険料等による負担分47% 6% 65 の 3フ %
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※ 仮に、前提を③ではなく、国保に加入する65歳から74歳の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料率を適用した場合、高齢者の保険料は約01～ 02兆円

減少し、その減少分は若人の保険料等の負担となる。

ヽ

保険料 (65歳未満 )

公費
協会けんぱ 健保組合 共 済 市町村国保

▲0.5兆円 ▲0.8兆円 ▲0.2兆円 0.4ソヒ円 1.2兆円

高齢者の医療給付費の定率公費については、70歳以上の高齢者の現役並み所得者の割合から47%とした。

保険料には、保険料軽減等に対する定額公費が含まれていることから、実際には定額公費を差し引いた額となる。

退職拠出金は、市町村国保に加入する退職者医療制度の対象者に係る高齢者医療の支援金である。

被用者保険に加入
← する高齢者の医療 )

給付費 (約 3兆円)

※
選籍鷲亀埋馨慧芭2ふ叡襲哩l♂
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C案一 I

<前提>
① 65歳以上の高齢者は国保(但し、被用者保険の被保険者は被用者保険)に加入

※ 国保に加入する高齢者;約2650万人、被用者保険に加入する高齢者;160万 人

② 75歳以上の高齢者の医療給付費に約5割の公費を投入
※ 高齢者の医療給付費については、国民全体で支えるという考え方の下に、被用者保険に移行する高齢者に対する医療給付費

についても、引き続き、国及び地方自治体からの公費を投入

③ 国保に加入する高齢者の保険料の総額は現行と同額

④ 65歳未満の保険料による負担分については、市町村国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被

用者保険者間は総報酬額に応じて按分

<65歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 17兆円>
(―――――一一―一―一一一――――――国保に加入する高齢者の医療給付費 (約 16.2兆円)

保険料等による負担分33% 14% 65歳未満の保険料等による負担分 52%
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※ 仮に、前提を②ではなく、65歳 から74歳の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料率を適用した場合、高齢者の保険料は約01～02兆円減少し、

その減少分は若人の保険料等の負担となる。

<現行制度からの財政影響>
保険料 (65歳未満 )

公費
協会けんぱ 健保組合 共済 市町村国保

0兆円 0.1兆円 0兆円 0,8ソじ円 ▲0,9兆円

※ 高齢者の医療給付費の定率公費については、70歳 以上の高齢者の現役並み所得者の割合から同じ47%とした。

※ 保険料には、保険料軽減等に対する定額公費が含まれていることから、実際には定額公費を差し引いた額となる。

※ 65歳未満の被用者保険の被扶養者が国保に移行する影響を含む。

※ 退職拠出金は、市町村国保に加入する退職者医療制度の対象者に係る高齢者医療の支援金である。

17

被用者保

険に加入

く3臨 >
給付費 (約
07兆 円 )

※ 公費が減少することも踏まえ、市町村国保の負担
軽減策を講じることが必要となる。



C案― Ⅱ

<前提>
① 65歳以上の高齢者は国保(但し、被用者保険の被保険者は被用者保険)に加入

※ 国保に加入する高齢者;約2650万人、被用者保険に加入する高齢者:160万 人

② 70歳以上の高齢者の医療給付費に約5割の公費を投入
※ 高齢者の医療給付費については、国民全体で支えるという考え方の下に、被用者保険に移行する高齢者に対する医療給付費

についても、引き続き、国及び地方自治体からの公費を投入

③ 国保に加入する高齢者の保険料の総額は現行と同額

④ 65歳未満の保険料による負担分については、市町村国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被

用者保険者間は総報酬額に応じて按分

<65歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 17兆円>
(一―――一―……一―一――――一―一一国保に加入する高齢者の医療給付費 (約 16.2兆円)

歳未満の保険料等による負担分41% 4% 65疑未 満 の保 ll■ 料 等 による負担 分 44%
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※ 仮に、前提を②ではなく、65歳 から74歳の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料率を適用した場合、高齢者の保険料は約01～ 02兆円減少し、

その減少分は若人の保険料等の負担となる。

<現行制度からの財政影響>
保険料 (65歳未満 )

公費
協会けんぱ 健保組合 共 済 市町村国保

▲0.4兆円 ▲0.4兆円 ▲0.1兆円 0.6ソじ円 0.3兆円

※ 高齢者の医療給付費の定率公費については、70歳以上の高齢者の現役並み所得者の割合から47%とした。

※ 保険料には、保険料軽減等に対する定額公費が含まれていることから、実際には定額公費を差し引いた額となる。

※ 退職拠出金は、市町村国保に加入する退職者医療制度の対象者に係る高齢孝医療の支援金である。

披用者保

険に加入

くλ醐 >
給付費 (約

07兆 円 )

※ 公費を増加させることに加え、市町村国保の負担
軽減策を講じることが必要となる。



C案―
′
Ⅲ

<前提>
① 65歳以上の高齢者は国保(但し、被用者保険の被保険者は被用者保険)に加入
※ 国保に加入する高齢者 ;約2650万人、被用者保険に加入する高齢者;160万人

② 65歳以上の高齢者の医療給付費に約5割の公費を投入
※ 高齢者の医療給付費については、国民全体で支えるという考え方の下に、被用者保険に移行する高齢者に対する医療給付費

についても、引き続き、国及び地方自治体からの公費を投入

③ 国保に加入する高齢者の保険料の総額は現行と同額

④ 65歳未満の保険料による負担分については、市町村国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被

用者保険者間は総報酬額に応じて按分

<65歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 17兆円>
保に加入する高齢者の医療給付費 (約 16.2兆円

65歳未満の保険料等による負担分 38%47% 4%
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※ 仮に、前提を②ではなく、65歳 から74歳の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料率を適用した場合、高齢者の保険料は約0¬ ～02兆円減少し、

その減少分は若人の保険料等の負担となる。

<現行制度からの財政影響>
保険料 (65歳未満 )

公費
協会けんぼ 健保組合 共済 市町村国保

▲0,7兆円 ▲0.7兆円 ▲O.2兆円 0.5兆円 1.3兆円

高齢者の医療給付費の定率公費については、70歳以上の高齢者の現役並み所得者の割合から47●/oと した。

保険料には、保険料軽減等に対する定額公費が含まれていることから、実際には定額公費を差し引いた額となる。

退職拠出金は、市町村国保に加入する退職者医療制度の対象者に係る高齢者医療の支援金である。

被用者保

険に加入

(碁3臨 >
総付費(約

07兆 円 )

※ 公費を増加させることに加え、市町村国保の負担
軽減策を講じることが必要となる。

※

※

※

3



市町村国保が負担増となる要因について(補足資料 )

09通りの財政試算のいずれの場合においても、
① 65～ 74歳の高齢者の保険料を、高齢者の医療給付費の財源として先充てすることから、実質的に若人給

付費等を支えていた約0.4兆円が無くなること

② 新たに65～ 74歳の医療給付費を支えるための保険料が必要なこと
(国保の加入者が多いA→ C→Bの順に必要となる保険料が増加)

等により、市町村国保は負担増となる。

oしたがって、いずれの案の場合においても、市町村国保を直接支援する負担軽減策が必要となる。

【参考】現行制度について
口 65歳～74歳の前期高齢者の財政調整は、前期高齢者の偏在(65歳～74歳の方のうち約8割が市町村

国保に加入)による保険者間の負担の不均衡を、各保険者の前期高齢者の加入率に応じて医療給付費等の

支出を調整する仕組み。
・ したがって、65歳～74歳の加入者数が多い市町村国保の医療給付費等については、被用者保険から交付

金を受け、残りの部分を公費(約O.8兆円)と保険料 (約0.8兆円)で賄つている。
E~方、65歳～74歳の市町村国保の加入者が支払う保険料については、財政調整の対象となっておらず、 |
市町村国保における65歳～74歳の保険料は総額約1.2兆円となっている。              |

:

各保険者の納付金

=(当該保険者の1人当たり前期高齢者給付費)X当該保険者の0～ 74歳までの加入者数
X(全 国平均の前期高齢者加入率 一 当該保険者の前期高齢者加入率 )

(概念区|)

【調整対象基準額(I)】

…全国平均の

前期高齢者

全国 14均 協会けんぽ 健保組合



被用者保険の被保険者及び被扶養者の取扱いについて

0 65歳以上の高齢者の医療制度と国保の一体的運用を図る場合、65歳以上の被用者保険の被保険者

及び被扶養者については、国保に加入いただくこととするのか、被用者保険に加入いただくこととするのか、

以下の点を考慮し、検討する必要がある。

案 メリット 課題

保国
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被保険者
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○

ル
リ
れ
　
齢
る
い
対
可

一
な
ら
　
一尚
す
お
に
が

ル
と
図
　
の
応
に
者
と

じ
と
が
　
て
対
村
齢
こ

同
こ
平
　
金
が
町
高
る

が
る
公

　

村ヽ
市
に
す

者
す
の
　
様
町

的ヽ
応

齢
担
担
　
同
市
め
元
対

高
負
負
　
と

たヽ

一
に

の
を
の
　
険
て
る

・
等

ｏ

て
料
間
　
保
い
な
的
談
る

べ
険
者
　
護

つ
と
合
相
な

す
保
齢

。介
に
と
総
る
と

で
高
る
　
者
こ
て
す
能

65歳以上 75歳未満の被保険者であつた方は、事業主負担がなくな
ること等により、多くの場合、負担が増加する場合がある。
→ 保険料軽減措置の検討が必要
75歳未満の被扶養者であつた方は、これまで保険料負担がなかつた

ため、すべての方の負担が増加する。 (65歳以上の被保険者に扶養さ
れる65歳未満の方も同様
→ 保険料軽減措置の検討が必要

被用者保険加入者であつた方は、従前受けていた付加給付や傷病手当
金が受けられなくなり、負担が増加する。
→ 被用者保険から傷病手当金を受けられる仕組みの検討が必要

高額療養費制度は医療保険ごとに自己負担限度額が設けられているこ
とから、 65歳未満の被用者保険の被保険者に扶養される65歳以上の

方 (約 265万 人)がいる世帯において、負担が増加する場合がある。
→ 負担を軽減する仕組みの検討が必要

○

○

○

○

<B案>
被保険者

及び被扶養者
↓

被用者保険
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○

○

○ 被用者保険の被保険者は、他の高齢者と保険料負担のルールが異なり、
事業主負担もあることから、高齢者間の負担の公平が図られない。

○ 被扶養者は保険料負担がないことから、高齢者間の負担の公平が図ら
れない。

○ 被用者保険者 (特に協会けんぽ)の負担増が生 じる。
→ 協会けんぱ等の負担を軽減する仕組みの検討が必要

<C案>
被保険者

↓
被用者保険

被扶養者

↓
保国

°
域詩房薯賢管呂修帰盤意暑裸讚
樹寒雰賀適お基皐ふ畠:れ警F
°付筆暦踏革彗釜尋暮蟹庫言肥慧。

○ 被用者保険の被保険者は、他の高齢者と保険料負担のルールが異な り、
事業主負担もあることから、高齢者間の負担の公平が図られない。

0 75歳 未満の被扶養者であつた方は、これまで保険料負担がなかつた
ため、すべての方の負担が増加する。
→ 保険料軽減措置の検討が必要

○ 被扶養者であつた方は、従前受けていた付加給付等が受けられなくな
り、負担が増加する。
→ 被用者保険から付加給付等を受けられる仕組みの検討が必要

○ 高額療養費制度は医療保険ごとに自己負担限度額が設けられているこ
とから、被用者保険の被保険者に扶養される 65歳以上の方 (約 314
万人)がいる世帯において、負担が増加する場合がある。
→ 負担を軽減する仕組みの検討が必要



被用者保険の被保険者と被扶養者の人数について(1)

現行制度      (平 成22年度予算案ベースの粗い推計 )

被用者保険から市町村国保に移行する方   約300万人

75歳以上 65～ 74歳 65歳未満 合計

被用者保険の

被保険者 〔約争♂1人
ヽ

―

―

ノ

協会  約 90万人 協会  約 1900万 人

約 4000万 人組合  約 40万人 組合  約 1500万 人

共済等  約 4万人 共済等  約 430万 人

被用者保険の被保険者
であった方(75歳 以上)

に扶養されている方

後期

約 5万人
国保

約 5万人
国保

約 2万人
約 10万人

被用者保険の被保

険者 (65～ 74歳 )に

扶養されている方

後期

約 5万人

協会 _約 2■万人 協全____駒 3■互人
約 90万人組合  約 15万人 組合    約 15万人

共済等 約 1万人 共済等  ・ 約 2万人

被用者保険の被保

険者 (65歳未満)に

扶養されている方

後期

約 180万人

協会  約 50万人 協会 約 1400万 人

約 3500万 人組合  約 25万人 組合  約 1400万 人

共済等 約 10万人 共済等  約 450万 人

合計 約 210万 人 約 260万 人 約 7100万 人 約 7600万 人

A案 :被用者保険の被保険者及び被扶養者についても、市町村国保に加入する。
75歳以上 65～ 74歳 65歳未満

被用者保険の

被保険者

国保

約 30万人

・協会  約 90万人

国保   ・組合  約 40万人

約 135万人 ・共済等  約 4万人

協会  約 1900万 人

組合  約 1500万 人

共済等  約 430万 人

被用者保険の被保険者
であった方 (75歳 以上)

に扶養されている方

国保

約 5万人

国保
約 5万人

国保

約 2万人

被用者保険の被保

険者 (65～ 74歳 )に

扶養されている方

国保

約 5万人

・協会  約 20万人

国保   ・組合  約 15万人

約 35万人 ・共済等  約 1万人

・協会 約 30万人

国保   ・組合 約 15万人

約 50万人 ・共済等 約 2・万人

被用者保険の被保

険者 (65歳未満)に

扶養されている方

国保

約 180万人

・協会  約 50万人

国保   ・組合  約 25万人

約 85万人 ・共済等 約 10万人

協会 約 1400万 人

組合  約 1400万 人

共済等  約 450万 人



被用者保険の被保険者と被扶養者の人数について(2)

(平成22年度予算案ベースの粗い推計 )

B案 :被用者保険の被保険者及び被扶養者についても、被用者保険に加入する。

後期高齢者医療制度から被用者保険に移行する方 約 210万 人 (協会 ;約 130万人、組合 :約 50万人、共済等 :約 30万人)

市町村国保から被用者保険に移行する方       約 7万人

C案 :被用者保険の被保険者については、被用者保険に加入し、被扶養者については、市町村国保に加入する
`

後期高齢者医療制度から被用者保険に移行する方  約 30万人

被用者保険から市町村国保に移行する方    約 120万人

ら被用者保険に移行する方 2

75薦以上 65～ 74歳 65歳未満

被用者保険の・

被保険者

__拠負 __…■喫j万人__……
。 組合     約 3万人

協会    約 90万人 協会   約 1_Qp_Q五左

……翼負 ___二紅4蝉人…___
糞 藩 等     納 4万人

組合  _約 J_5■0五人
共済等     1万 人未満 土 港 笙    納 430万 人

被用者保険の被保険者
であつた方(75歳 以上)

に扶養されている方

協会     約 4万人 協会     約 4万人 ___」をゴミ__¨ ぃ……__‐ 番包1』E´ゝ _̈___
_… …」日食………………………中中12電必ゼむ着t__

共済等      1万 人未満
組合      1万 人未満 組合      1万 人未満

共済等     1万 人未満 共 済 等      1万 人未 満

被用者保険の被保

険者 (65～ 74歳 )に

扶養されている方

協会     約 3万人 協会    約 20万人 協会 _____― ―純 0■万A
組合     約 1万人 組合    約 15万人 組合 __ __純 li私
共済等     1万 人未満 共済等    約 1万人 共済等      約 2万人

被用者保険の被保

険者 (65歳未満)に

扶養されている方

協 会 約 100万 人 協会    約 50万人 協会    約 140■万人
組 合 約 50万人 組合    約 25万人 組合    約 1400万 人
土 浩 等   約 30万 人 共済等   約 10万人 共済等    約 450万 人

75歳以上 65～ 74歳 65歳未満

被用者保険の

被保険者

協会    約 25万人 協会    約 90万人 協会 約 19p O万人

組合     約 3万人 組合    約 40万人 組合 約 1500万 人

糞 済等      1万 人未 満 共済等    約 4万人 共 済等    納 430万 人

被用者保険の被保険者
であつた方 (75歳 以上 )

に扶養されている方

国保

約 5万人
国保

約 5万人

協会      約 1万人

組合       t万 人未満
糞 済等       1・ 万 人未 満

被用者保険の被保

険者 (65～ 74歳 )に

扶養されている方

国保

約 5万人

・協会  約 20万人

国保  ・組合  約 15万人

約 35万人・共済等  約 1万人

協会 約 30万人

組合     約 15万人

共済等     約 2万人

被用者保険の被保

険者 (65歳未満)に

扶養されている方

国保

約 180万人

・協会  約 50万人

国保  “組合 約 25万人

約 85万人・共済等 約 10万人

協会 約 14・ 9Q互人
組合 約 1400万 人

共済等   約 450万 人



被用者保険の被保険者と被扶養者の動きについて(1)

≪モデル世帯 I≫

夫のAさん(サラリーマン)

妻のBさん(被扶養者、Aさんより5歳年下)

≪モデル世帯 E≫
夫のAさん(サラリーマン)

妻のBさん (被扶養者、Aさんより5歳年上)

５年
後ｋ〔日７

５年
後、
Ｒ
〕ｒ

５年
後、Ｒ〕ｒ

５年
後、〔Ⅳ／

被用者保険

被用者保険

申
1

E

|

|

|

|

|

|

|

日
|

|

申
|

|

薔
|

|

|

24

被用者保険

被用者保険

被用者保険

利 眸

被用者保険
鼻 1似

用 百 休 llA I星

被用者保険51 似 用 百 休 llR 15

被用者保険
年 |        1年

被用者保険
鼻1歯麟輔搬 1星

ゆ    み

被用者保険

被用者保険



被用者保険の被保険者と被扶養者の動きについて(2)

《モデル世帯Ⅲ》

夫のAさん (被扶養者)妻 のBさん(被扶養者、基型L星生端幽ED
子のCさん (サラリーマン、Aさんより30歳年下)

被用者保険

被用者保険 被用者保険 ５
年
後

国保

被用者保険

被用者保険被用者保険

0-=― ― ロ ロ ー ー ロ 自 由 ― ― ロ ロ ー ロ ロ ー ロ ー ー ‐ ‐ ― ― ロ ロ ロ 疇 ロ ー ロ ー ー 囀 ロ ー ー 嗜 ‐ ― ‐ L口 饉 ― 申 ― 口 ‐ ― ― ‐
"‐

― ‐ 田 ‐ ― ― 暉 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ― ‐ ‐ ― ― ロ ロ ー

| 1

５年
後ｋ臥彫／

被用者保険

被用者保険
５年
後民〔
Ⅳ／

≪モデル世帯Ⅳ≫

夫のAさん (サラリーマン)妻 のBさん(被扶養者、Aさんより5歳年下 )

子のCさん(被扶養者、Aさんより30歳年下 )

５年
後卜臥
〕／

被用者保険 被用者保険 被用者保険

被用者保険

被用者保険



についてけ:こ4 ■た へ の

平成25年 4月 時点の制度の概要 将来的な各保険制度の概要

年齢構成・

所得構成で

リスク構造

調整を行つ
た上で、

都道府県単

位に一本化
する案

【池上委員】

15朝卿黎1は11請用者保‰
75歳未満の方は「地域医療保険」に加入

<当該制度の運営主体>
口組織を強化した広域連合

i                       [脅倉
における支部設置を進める

【
「 ‰ 料の賦課方式の統一、

面襟禽誌::象昇鋸之計
整を開始

【協会けんぼ】
・「地域医療保険」と統合
【イ建

塔縦雪津質運課嘉ヒさォし,L晰ミ‖貪者から1頂に「却31或医:j寮

保険」とのリスク構造調整を開始
↓

靭 擢雰ぎ誦堪瀧灘晰請曇ぜ
贋硬鼎壇躍遂砂譴覇駆動轟轟恣%被扶養者に係る

一定年齢以

上の「別建

て」保険方

式を基本と
する案

【対馬委員】

(健保連 )

需卍 き嵯樹象認 肥 ‰ たな制帥 吹
・
酬 瀑 駅 戯 鴨 彎

険者及び被扶養者は、被用者保険

11祀 濡縣嘉ン言論 から独立した公法人 (保険者)が運営

【国保】
口広域化等により財政安定化

【協会けんぽ・健保組合・共済】
・ 現行制度と同様

突き抜け方
式とする案
【小島委員】
(連合)

く
■訓 署鱚 こは、各被用者保険が協会けん閥こ運営
を委託

【国保】
・ 都道府県単位の公法人が運営(平成25年 4月 実
施も視野)

【協会けんぱ・健保組合・共済】
・ 現行制度と同様
【退職者健康保険制度】
・ 被用者保険の代表による管理運営機関を設置し、
実務を協会けんぽに委託。

高齢者医療

と市町村国

保の一体的

運営を図る
案

【宮武委員】

<後期高齢者医療制度の対象者の加入制度>
口国保に加入

に加気りな鰯 撮碁ρ
被保険者及び被扶養者は、被用者保険

<当該制度の運営主体>
・ 65歳以上の国保の財政運営は都道府県

動距肇翻Yf謙界露融醐劇ヽ需理Y霧判断に

【国保r
・ 65歳未満の国保についても、すべての都道府県
において、都道府県が運営

【協会けんぽ・健保組合・共済】
・ 現行制度と同様



新たな制度のあり方に関する各委員の意見の概要等

1:年齢構成・所得構成でリスク構造調整を行つた上で、都道府県単位で一本化する案 【池上委員】

○ 医療保険全体で、各保険者の保険加入者の年
齢構成(5歳階級毎の一人当たり医療費の差 )・ 所

得構成の相違による保険料負担の格差を調整す
る財政調整を、各制度ごとに導入。

○ 財政調整を進めつつ、医療保険の統合を以下の
とおり段階的に行う。
① 後期高齢者医療制度に代わる「地域医療保

薯贋護耀鴨婿
役で働く高齢者とその家族は被用

市町村国保は都道府県内で賦課方式を統一し
一般会計からの繰入れを廃止した上で、財政調
整を進める。

健保組合・共済は、それぞれ全国単位で財政
調整を進め、都道府県単位で支部を設置。

②「地域医療保険」と「協会けんぽ」を統合。
市町村国保を都道府県単位で統合。
健保組合・共済を都道府県単位で統合・再編。

③ 全ての保険者を都道府県単位で一本化

(主なメリット)

〇 年齢による区分がない。

○ 運営責任が明確。

(主な論点)

○ 被用者保険を都道府県単位に分割・統合すること等
について、企業や同種同業の連帯を基礎とした健保組
合等をどのように位置づけるか。

○ 市町村国保と被用者保険である協会けんぽを統合す
ることについて、どのように考えるか。

○ 自営業者とサラリーマンでは所得捕捉の状況が異な
る中で、国保と被用者保険では保険料の算定方法が異
なつているが、これをどのように統合するのか。

2:一定年齢以上の「男1建て」保険方式を基本とする案 【対馬委員 (健保連 )】

065歳 以上の高齢者を対象に前期“後期の区別
のない一つの制度とする。

○ 費用負担や運営責任を明確化するために、「別

建て」の制度とした上で、高齢者の医療費を若年

者が支える仕組みとする。

○ 現役で働く高齢者とその家族については、若年

者の各制度への継続加入を検討。

○ 運営主体については、都道府県単位を念頭に、

行政から独立した公法人が保険者を担う。

【65歳以上の高齢者を一つの制度とした場合】
(主なメリット)

○ 若年者と高齢者の負担ルールや運営責任が明確。

○ 高齢者間において、所得に応じた公平な保険料負担。

(主な論点)

○「年齢で区分するという問題を解消する制度とする」と
の関係について、どのように考えるか。

※ 「65歳」は、介誰や年金等との関係から理解が得られやすいのではないか。

【現役で働く高齢者とその家族について、若年者の各制度
へ継続加入させることとした場合】

(主なメリット)

○ 高齢者であつても、サラリーマンは、被用者保険に加
入するという合理的な仕組みとなる。

(主な論点)

○「地域保険としての一元的運用」との関係について、ど
のように考えるか。

○ 現在の制度では同じ都道府県内で高齢者の保険料の
公平が図られていることについて、どのように考えるか。

ツ
′



新たな制度のあり方に関する各委員の意見の概要等

3:突き抜け方式とする案 【小島委員 (連合)】

○ 被用者保険の退職者は、国民健康保険に加入
するのではなく、被用者保険グループが共同で運

営する新たな制度 (「 退職者健康保険制度」(仮

称))に 引き続き加入。

○ 対象者は、被保険者期間が通算して一定期間
(25年 )を超える退職者とその扶養家族とする。

○ 運営主体は、全被用者保険の代表者及び労使
代表者で構成する管理運営機関とする。

O市 町村国保と高齢者医療は都道府県単位に広
域化し、国保連合会、後期高齢者医療広域連合と
一体的な運用を図る。

(主なメリット)

〇 年齢による区分がない。

○ 運営責任が明確。

○ 被用者グループ内での助け合いとすることで、若年

被用者の納得を得られやすい。(若年者と高齢者の

負担ルールが明確 )

(主な論点)

○ 高齢者が職域保険と地域保険に加入することとな
るが、「地域保険としての一元的運用」との関係につ
いて、どのように考えるか。

○ 現在の制度では同じ都道府県内で高齢者の保険料
の公平が図られていることについて、どのように考え

るか。

○ 従来より指摘されている以下の課題について、どの

ように考えるか。
・ 市町村国保が負担増となる点
・ 就業構造が流動化している中、高齢期においても
被用者・非被用者を区分する点

4:高齢者医療と市町村国保の一体的運営を図る案 【宮武委員】

被用者

保険

○ 市町村国保の運営を都道府県単位に広域化し、

響漏E鴇 脚 型藤鵠竃窪督与署臨 負

○ 若人の国保の保険料についても、都道府県単位
でできるだけ統一 (地域ブロック別の賦課方式等
を含む)

(主なメリット)

〇 年齢による区分がない。
○ 運営責任が明確。

○ 財政運営の安定化を図ることができる。

○ 高齢者間において、所得に応じた公平な保険料負
担。

(主な論点)

○ 高齢者医療と市町村国保の一体的運用のあり方に
ついて、保険料の設定など具体的にどのように考え
るか。

○ 現在の後期高齢者医療制度、前期高齢者に係る財
政調整、市町村国保については、それぞれ財源や仕
組みが異なる中で、どのような財政運営の仕組みを
設けることが適切か。



意識調査の実施方法 (案 )
22年 4月 14日

影ミ米斗3

○ 新たな高齢者医療制度の検討に際して、高齢者をはじめ幅広い国民の方々の御意見を「高齢者医療制度改革会議」
の中間とりまとめ及び最終とりまとめに反映できるよう、様々な方法を組み合わせた意識調査をきめ細かく実施する。

※ 意識調査の検討に当たっては、下記の専門家の方々との意見交換会を開催し、その後も個々にご意見をいただいた上で、意識調査の実施方法 (案 )

及び調査票 (案 )をとりまとめたところ。
〈専門家の方々〉
・安藤 明之 教授 (東京経済大学コミュニケーション学部 )

・盛山 和夫 教授 (東京大学大学院人文社会系研究科 )

・田村 秀  教授 (新潟大学大学院実務法学研究科 )

項   目 1.第一段階での調査 2.第二段階での調査

目  的

新制度の検討にあたって論点になる事項について、広く

高齢者をはじめ国民及び有識者の方々から御意見をい

ただき、改革会議において本年夏にとりまとめる新たな
制度の基本的な方向(中 間とりまとめ)の議論に反映さ
せる。

改革会議において、本年夏にとりまとめる新たな制度の
基本的な方向(中間とりまとめ)について、広く高齢者を
はじめ国民の方々から御意見をいただき、最終とりまと
めの議論に反映させる。

時  期 平成22年 5月 (7月 に結果をとりまとめ ) 平成22年 9月 頃 (11月 頃に結果をとりまとめ)

対象者

①65歳以上の方々約4,000人 、20歳～65歳未満の

方々約4′000人の計約8,000人

※75歳以上の方については、広域連合の被保険者名
簿から約2′ 000人を抽出(広域連合ごとに人口按分)。

※75歳未満の方については、調査会社への委託により
約6′ 000人を抽出(回収率見込みにより抽出人数は変
動)。

※郵送による調査

020歳以上の方々 (3′ 000人 )

※65歳以上の方々約800人 、

約2,200人

※訪間面接による調査

20歳～65歳未満の方々

②社会保障等の分野に係る有識者(250人程度)

※郵送による調査

③厚生労働省行政モニター(500人程度)

※郵送による調査



一般用
平成22年

高齢者医療制度について、ご意見をお同いいた します

平成20年 4月から後期高齢者医療制度が始まりましたが、昨年9月の政権交代を
経て、現内閣としては、国民の方長のご意見を受け止め、これを 1期 4年の中で廃止

することとしています。

このため、廃止後の新たな制度のあり方について、昨年11月から、私が主宰する
「高齢者医療市」度改革会議」において検討を開始してしヽます。

この検討にあたっては、多<の国民の方反からご意見を頂きながら進めてい<こ と
が極めて大切であると考えています。

そこで、今般、皆様に質P05票 を送付させていただき、ご意見をお伺いすることとい

たし故した。いただいたご回笞は調査の目的以タトには一切使用しませんので、率直な
ご意見をお間かせ<ださい。

ご多忙のところ、大変恐縮ではございますが、質Fo5票にご回答の上、○月△日 (●

曜日)までに同封の返信用封筒にてご返送下さいますよう、お願い申し上げます。

厚生労働大臣 長妻 昭

【お問い合わせ先】

〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2

厚生労働省 保険局 高齢者医療課 企画法令係

■L03-5253-1111(内 線3199)

日



質 問 票

I はじめに、このアンケートに回答される方についてお間きします。

該当する選択肢を○で囲んで<ださい。

(間 1) あなたの年齢を教えて<ださい。 (4月 1日現在でお答え<ださい。)

1.20歳 代    2.30歳 代    3。 40歳代

4. 50歳代    5。 60～ 64歳   6.65～ 69歳
7.70～ 74歳   8。 75～79歳  9。 80歳代

10。 90歳以上

(Fo5 2) あなたの性別を教えて<ださい。

1.男性       2。 女性

(P033) あなたが現在、お住まいの地i或 を教えて<ださい。

1. 北 )毎道 。
東 Jヒ  (北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 )

2. 関 5報甲 1言越    (茨 城県、栃本県、群馬県、1奇玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、

山梨県、長野県 )

3. 5巨 )毎Jヒ 1睦     (富 山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛矢8県、二重県 )

4. 涎I:畿       (福 丼県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、不0歌山県 )

5。 中 国 四 国     (鳥 IIx県、島根県、岡山県、広島県、山□県、徳島県、香川県、愛媛県、

高知県 )

6. 九 りllヽ|      (福 岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 )

(F054) あなたが現在、入つている医療保険を教えて<ださい。

1。 国民健康保険     2.健 康保険組含

3。 共済組含       4.協 会けんぼ (政府管掌健康保険)

5。 後期高齢者医療制度  6。 その他

(間 5) あなたが今まで最も長<入つていた医療保険を教えて<ださい。

1.国民健康保険     2.健 康保険組合

3.共済組合       4.協 会けんぼ (政府管掌健康保険)

5。 その他



I 高齢者医療制度についてお聞きします。

最も当てはまると思う選択肢を1つ選んで○で囲んで<ださい。

● 現在、75歳になると、それまで入つていた国民健康保険や被用者保険 (健康保
険組含や協会けんばなど)から後期高齢者医療制度に移ることとなっています。

(間 1) 「後期高齢者」という名称について、どのように感じられますか。

1.適切である

2.やや適切である

3.どちらともいえない

4。 あまり適切でない

5.適切でない

6。 わからない

(間 2) 一定年齢以上の高齢者だけを

どのように感じられますか。

1.適切である

2.やや適切である

3.どちらともしヽえなしヽ

4.あまり適切でない

5。 適切でない

6.わからない

1つの医療制度に区分することにつしヽて、

(Fo0 3)後期高齢者医療制度での保険料のお支払いは、年金からの天引きが原貝」で
すが、金融機関などへのお支払いも選択できるようにしてしヽます。こうした
保険料のお支払い方法について、どのように考えますか。

1.適切である

2.金融機関などへの支払いを原貝」とし、年金からの天引きも選択できるように
したほうがよい

3.金融機関などへ支払う方法のみとし、年金からの天弓|きは一切やめたほうが
よ しヽ

4。 わからない



Ⅲ 新たな高齢者医療制度のあり方についてお聞きします。

● 高齢者の方皮の医療費については、国民全体で支えてい<ことが嚇要です。

現在の後期高齢者医療制度では、高齢者の方長に、かかった医療費の一部を医療

機関の窓□で負担していただき、それ以外の費用については、

① 税金による負担が約5害」、

② 現役世代の保険料による負担が約4害」、

③ 高齢者の保険料による負担が約 1害」

という割合で負担しています。 (下図参照)

税金
約5割

高齢者の保険料
約 1割

現役世代の保険料
約4割

(Po5 1)後期高齢者医療制度が上記のような費用負担の仕組みであつたことについ

て、ご存じでしたか。

(いずれか 1つに○をして<ださい。)

1.矢□っていた

2.少 し知っていた

3.矢□らなかつた

(問 2)了 ○歳以上の方展の医療機関の窓□でのご負l_Bは 、かかった医療費の 1害」

となっています。ただし、一定以上の所得がある方は、現役世代と同様に、

かかつた医療費の 3害」のご負IBとなつています。

こうした高齢者の窓□負担について、どのようにお考えですか。

(いずれか 1つに○をして<ださい。)

1.税金や現役世代の保険料による負担を1曽やして、高齢者の窓□負担をもっと

減らしたほうがよい

2.現在の窓□負担と同じぐらいでよい

3.高齢者の窓□負担を1曽やして、税金や現役世代の保険料による負担をもつと

減らしたほうがよい

4。 わからない

窓□

負担



(間 3)今 後、高齢イヒの進行により、高齢者の方皮の医療費は増加していきますが、
高齢者の方夜のEXI療費を、どのようにして支えるべきだと思いますか。 (あ

てはまるものすべてに○をつけて<ださい。)

1.税金による負担の害」含を増やしてい<
2。 高齢者の保険料による負担の害」合を1曽やしてい<
3。 現役世代の保険料による負担の害」含を増やしてい<
4。 現在の仕組みと同じぐらいの負担害」合で、それぞれの負担額を増やしてい<
5。 わからない

(間 4)新 たな高齢者医療制度のあり殉について、重要と思うことは何ですか。(あ

てはまるものすべてに○をつけて<ださい。)

1.―定年齢以上の高齢者だけが 1つの医療制度に区分されるようなものには
しないこと

2.高齢者の医療費について、高齢者と現役世代がどの程度ずつ負担するのかが

明確にされていること

3。 高齢者の保険料負担の伸びには、―定の歯止めがかけられていること
4.高齢者医療のための現役世代の保険料負担の伸びには、一定の歯止めがかけ

られていること

5。 高齢者の保険料負担の伸びが、現役世代の保険料負担の伸びより上回らない
こと

6.高齢者の保険料負担について、同じ所得であれば、同じ保険料にするなど、
公平な仕組みになっていること

7.高齢者であっても、サラリーマンやサラリーマンに扶養されている家族は、
被用者保険 (健康保険組合や協会けんぼなど)に加入できるようになつている
こと



Ⅳ 以上のほかに、高齢者医療制度のあり方について、ご意見がありましたら、

ご記入<ださい。

質Po5は以上です。ご協力いただき、ありがとうございました。

お手数ですが、同封の返信用圭」筒にてご返送下さいますよう、お願しヽ申し上げます。



有識者用
平成22年

高齢者医療制度について、ご意見をお伺いいたします

平成20年 4月から後期高齢者医療制度が始まりましたが、昨年9月の政権交代を
経て、現内閣としては、国民の方長のご意見を受け止め、これを 1期 4年の中で廃止
することとしています。

このため、廃止後の新たな制度のあり方について、昨年 11月から、私が主宰する
「高齢者医療制度改革会議」において検討を開始しています。

この検討にあたっては、多<の国民の方皮からご意見を頂きながら進めてい<こ と
が極めて大切であると考えています。

そこで、今般、皆様に質問票を送付させていただき、ご意見をお伺いすることとい
たしました。いただいたご回笞は調査の目的以タトには一切使用しませんので、率直な
ご意見をお間かせ<ださい。

ご多忙のところ、大変恐縮ではございますが、質Fo5票 にご回笞の上、o月 △日 (●

曜日)までに同封の返信用封筒にてご返送下さいますよう、お願い申し上げます。

厚生労働大臣 長妻 昭

【お問い合わせ先】

〒100-8916
東京都千代田区霞が関 1-2-2

厚生労働省 保険局 高齢者医療課 企画法令係

TEL 0 3-5253-1111(内 線3199)

日



質 問 票

I はじめに、このアンケートに回笞される方についてお間きします。

該当する選択肢を○で囲んでください。

(Fo5 1) あなたの年齢を教えて<ださい。 (4月 1日現在でお答え<ださい。)

1。 20歳代    2.30歳 代    3.40歳 代

4. 50歳代     5.60～ 64歳   6。 65～69歳
7.70～ 74歳   8。 75～ 79歳   9.80歳 代

10.90歳 以上

(問 2) あなたの性別を教えて<ださい。

1.男性        2。 女性

(問 3) あなたは次のいずれに該当されますか。

1。 学術研究者    2.マ スコミ関係者

3。 その他 (              )

(間 4) PcD3 3において、「 1。 学術研究者」を選択された方にお問きします。あな

たが専P]とされている分野を教えて<ださい。

(例 :法律、経済、医療、福祉)

(Po3 5) あなたが現在、入つている医療保険を教えて<ださい。

1。 国民健康保険     2。 健康保険組合

3。 共済組合       4.協 会けんぽ (政府管掌健康保険)

5.後期高齢者医療制度  6.そ の他



Ⅱ 高齢者医療制度についてお間きします。

最も当てはまると思う選択肢を 1つ選んで○で囲んで<ださい。

● 現在、75歳になると、それまで入っていた国民健康保険や被用者保険 (健康保
険組合や協会けんぽなど)から後期高齢者医療制度に移ることとなつています。

(間 1) 「後期高齢者」という名称について、どのように感じられますか。

1.適切である

2。 やや適切である

3.どちらともいえなしヽ

4。 あまり適切でない

5。 適切でない

6。 わからない

(間 2) 一定年齢以上の高齢者だけを

どのように感 じられますか。

1。 適切である

2.やや適切である

3。 どちらともいえない

4.あ故り適切でない

5。 適切でない

6.わからない

1つのEII療制度に区分することについて、

(Fo5 3)後期高齢者医療制度での保険料のお支払いは、年金からの天∃|き が原貝」で

すが、金融機関などへのお支払いも選択できるようにしています。こうした

保険料のお支払い方法について、どのように考えますか。

1.適切である

2。 金融機関などへの支払いを原則とし、年金からの天引きも選択できるように

したほうがよい

3。 金融機関などへ支払う方法のみとし、年金からの天引きは一切やめたほうが

よしヽ

4.わからない



Ⅲ 新たな高齢者医療制度のあり方についてお聞きします。

● 高齢者の方層の医療費については、国民全体で支えてい<ことが必要です。

現在の後期高齢者医療制度では、高齢者の方々に、かかった医療費の一部を医療

機関の窓□で負担していただき、それ以外の費用については、

① 税金による負担が約5害」、

② 現役世代の保険料による負担が約4害」、

③ 高齢者の保険料による負担が約 1害」

という害」含で負担しています。 (下図参照)

税金
約5割

高齢者の保険料
約 1割

現役世代の保険料
約4割

(問 1)後 期高齢者医療制度が上記のような費用負担の仕組みであったことについ

て、ご存 じで したか。

(いずれか 1つに○をして<ださい。)

1。 知っていた

2。 少し知っていた

3.知らなかつた

(間 2)70歳 以上の方々の医療機関の窓□でのご負担は、かかった医療費の 1害」

となつています。ただし、一定以上の所得がある方は、現役世代と同様に、
かかった医療費の 3害」のご負担となつています。

こうした高齢者の窓□負担について、どのようにお考えですか。

(いずれか 1つに○をして<ださい。)

1.税金や現役世代の保険料による負担を増やして、高齢者の窓□負担をもっと

減らしたほうがよい

2。 現在の窓□負担と同じぐらいでよい

3.高齢者の窓□負担を1曽やして、税金や現役世代の保険料による負担をもっと

減らしたほうがよい

4。 わからない

窓□

負担



V (間
3)今 後、高齢化の進行により、高齢者の方長の医療費は増加していきますが、

高齢者の万尺の医療費を、
‐
どのようにして支えるべきだと思いますか。 (あ

てはまるものすべてに○をつけて<ださい。)

1.税金による負担の害」含を増やしてい<
2.高齢者の保険料による負担の害」含を1曽やしてい<
3.IIn役世代の保険料による負担の害」含を1曽やしてい<
4.現在の仕組みと同じぐらいの負担害」含で、それぞれの負担額を1曽やしてい<
5。 わからない

(Po3 4)新たな高齢者医療制度のあり方について、重要と思うことは何ですか。(あ

てはまるものすべてに○をつけて<ださい。)

1.一定年齢以上の年齢の高齢者だけが 1つの医療制度に区翁されるようなも

のにはしないこと

2.高齢者の医療費について、高齢者と現役世代がどの程度ずつ負担するのかが

明確にされていること

3.高齢者の保険料負担の伸びには、一定の歯止めがかけられていること

4。 高齢者医療のための現役世代の保険料負担の伸びには、一定の歯止めがかけ

られていること

5.高齢者の保険料負担の伸びが、llB役世代の保険料負担の伸びより上回らない

こと

6.高齢者の保険料負担について、同じ所得であれば、同じ保険料にするなど、

公平な仕組みになっていること

7.高齢者であっても、サラリーマンやサラリーマンに扶養されている家族は、

被用者保険 (健康保険組含や協会けんぽなど)に加入できるようになっている

こと



Ⅳ.高齢者のための新たな医療制度のあり方について、現在、「高齢者医療制度

改革会議」においては、次ページに掲載した4つの案が委員より提示されてい

ます。それぞれの案について、あなたの考えをお間かせ<ださい。

(問 1) あなたが適当であると考える案があれば、それはどれですか。

(あてはまるものすべてに○をつけて<ださい。)

1.(案 1)年齢構成・所得構成でリスク構造調整を行つた上で、都道府県単位

で一本化する

2c(案 2)一定年齢以上の「別建て」保険力式を基本とする

3.(案 3)突き抜け方式とする

4.(案 4)高齢者医療と市町村国保の一体的運営を図る

5。 適当であると考える案はない

(PCD3 2) あなたが不適当であると考える案があれば、それはどれですか。

(あてはまるものすべてに○をつけて<ださい。)

1。 (案 1)年齢構成 。所得構成でリスク構造調整を行つた上で、都道府県単位

で一本化する

2.(案 2)一定年齢以上の「別建て」保険方式を基本とする

3。 (案 3)突き抜け方式とする

4.(案 4)高齢者医療と市町村国保の一体的運営を図る

5.不適当であると考える案はない

(Fo0 3) 問 1、 間2のご固笞について、その理由があれば、ご記入<ださい。

また、これ以外の案があれば、ご記入<ださい。



(案 1) 年齢構成・所得構成でリスク

構造調整を行った上で、都道府

県単位で一本化する
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【IPA要 】

○後期高齢者医療制度の加入者は、新たな「1也 1或医療保
険」に力0入。 (た だし、現役で働く高齢者とその家族
は被用者保険に加入)

○各保険者の力0入者の年齢構成 。
,所 得構成の避いによる

保8食料負1日の格差をi周黎するロイ政調黎を実施。
○財政調響をイ」った Iて、保険者の統合を段階的に実施

.1「わ吻本」IJll保 は都通lliJ県学||で統合。
121健 康保険組合 ,具済組合は都通廂県中値に分害」。

'色
「地l軌医療保険 |と協会けんほを統合.

Q‖当水0,電|へ 者1導 F」 県単1曹 で、金ての保険者を一本化。

【概要】

065歳 以上の高齢者を文」象として、前期・後期のEX局」
のない一つの制度とする。

○費用負lBや運営責IIを明確化するために、「月」建て」
の制度とした上で、高齢者の医療費を現役l世 代が支え
るll組みとする。

○運営書体については、都道府県中位を念強に、イjlltか

ら独、ンした公法人とする(,

○現役で働く高齢者とその家族については、被Fり者保I実

への継続加入を検∴」。 (L図 の点線部分)

(案 3) 突き抜け方式とする

【概要】
○被保険者期PB5か 通算 して一定期間を超える退職者とそ

の扶養家族は、被Fll者 保険グルーフが共同で運営する
新たな制度 「退職者健康保険制度 1に加入.

〇運営i体は、↑被月]者保険の代表者及ひ労 lrlD代 表者て

構成する全国一本の管 i甲 摩営機関とする。保険料は都
道府県ごとに設定する。

○現役で働 <高齢者とその家族については、被用者保険
に継続加入する。

○国保の運蛍は、「わ町本」単位から都通月b県中位に広 1軌化
し、 [記以タトの高齢者も加入。

【1既 費】

○後期高齢者医療制度は廃 1上 し、地1或保険は国保に一本
化する.

○□保の運営は、 iわ al」 村申侮なからtll通 庵県学的に広ヽ1或化
する。

○現役て働く高齢者とその家族については、211i用者保険
への継続加入を検詞。 (1図の点線35の )

○高齢者の国保の保険料は、現行制度と同じくlll道廂県
単位で統一し、現役世代の国保の保lll料 についても、
/811道施県単lilでできるたけ統一の

○高齢者の医療費は公費・高齢者の保険料・現役lll代の

保険料により、国民全体で支える。

(案 2)一 定年齢以上の「別建て」保

険方式を基本とする

高齢者医療と市町村国保の一

体的運営を図る



V.以上のほかに、高齢者医療制度のあり方について、ご意見がありました

ら、ご言己入<ださい。

質Fo5は以上です。ご協力いただき、ありがとうございました。

お手数ですが、同封の返信用封筒にてご返送下さいますよう、お願い申し上げます。




